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こ
の
数
年
大
変
疑
問
に
思
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
ま
さ
に
今
『
立
正
安
国
』
奏
進
七
五
〇
年
、
宗
祖
ご
降
誕
八
〇
〇
年
の

慶
年
を
迎
え
よ
う
と
す
る
こ
の
時
、
日
蓮
宗
は
、
法
華
経
に
説
か
れ
る
『
生
命
の
絶
対
尊
重
』
を
基
本
理
念
と
し
、『
立
正
安
国
の
実
現
』

を
眼
目
と
す
る
信
仰
運
動
の
第
一
歩
を
踏
み
出
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
、
ま
さ
に
宗
門
運
動
の
基
本
テ
ー
マ
は
生
命
（
い
の
ち
）

に
あ
る
と
言
い
な
が
ら
、
じ
つ
は
宗
門
内
に
お
い
て
、
こ
の
生
命
（
い
の
ち
）
な
る
も
の
が
、
い
ま
ま
で
具
体
的
に
問
わ
れ
た
こ
と
が
な

い
。
仏
教
と
い
う
宗
教
か
ら
、「
生
命
（
い
の
ち
）
と
は
何
か
」
と
い
う
事
実
に
つ
い
て
論
及
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
た
め
昨
年
は
「
律
蔵
群
に
見
え
る
イ
ン
ド
仏
教
の
医
療
観
」
に
つ
い
て
と
題
し
て
、
律
蔵
群
に
見
え
る
イ
ン
ド
仏
教
の
医
療
観
そ

の
生
命
（
い
の
ち
）
と
は
何
か
、
に
つ
い
て
論
及
し
た
。
と
く
に
［
耆
婆
の
治
療
と
教
団
の
あ
り
方
に
つ
い
て
」
で
は
、
耆
婆
は
釈
尊
の

主
治
医
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
は
な
く
僧
た
ち
の
医
師
で
も
あ
り
、
そ
の
医
療
は
王
族
と
仏
教
教
団
内
の
僧
侶
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
の

た
め
一
般
の
民
衆
が
耆
婆
の
医
療
を
受
診
す
る
に
は
、
出
家
し
具
足
戒
を
た
も
ち
僧
侶
と
な
る
道
が
あ
る
。
実
際
に
病
気
に
な
っ
た
者
が

耆
婆
の
医
療
を
受
け
る
た
め
に
出
家
し
、
こ
ん
ど
は
病
気
が
治
っ
て
し
ま
う
と
出
家
を
捨
て
て
還
俗
し
た
者
が
多
く
い
た
と
い
う
。
そ
こ

で
釈
尊
は
教
団
の
統
制
を
は
か
る
た
め
に
、
病
人
へ
と
出
家
具
足
戒
を
授
け
た
も
の
に
越
毘
尼
罪
を
設
け
、
こ
れ
を
禁
じ
て
い
る
。

こ
れ
は
耆
婆
の
医
療
の
社
会
性
に
つ
い
て
の
事
例
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
分
か
る
こ
と
は
、
釈
尊
が
世
間
的
に
病
気
を
治
す
こ
と
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で
保
た
れ
る
生
命
（
い
の
ち
）
を
重
要
視
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
耆
婆
に
「
汝
の
慈
悲
心
に
よ
っ
て
医
療
を
施
し
な
さ
い
」
と
言
っ
た

は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
病
人
に
具
足
戒
を
授
け
た
僧
侶
に
越
毘
尼
罪
ま
で
設
け
て
病
人
の
出
家
を
禁
じ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

釈
尊
は
世
間
的
な
生
命
（
い
の
ち
）
を
超
え
た
と
こ
ろ
で
、
生
命
（
い
の
ち
）
を
捉
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

さ
ら
に
［
仏
教
教
団
の
治
療
法
の
受
容
に
つ
い
て
］
で
は
、
闡
陀
母
と
い
う
比
丘
尼
が
医
師
の
よ
う
に
よ
く
病
気
を
治
し
、
王
家
・
大

臣
家
・
居
士
家
か
ら
莫
大
な
供
養
を
受
け
て
い
た
事
実
に
つ
い
て
、
釈
尊
は
「
僧
侶
が
病
気
を
治
す
こ
と
（
活
命
）」
を
禁
じ
て
い
る
。
と

く
に
「
医
師
の
よ
う
に
病
気
を
治
す
（
不
得
作
醫
師
活
命
）」
と
い
い
、、
比
丘
尼
の
場
合
は
波
夜
提
、
比
丘
の
場
合
は
越
毘
尼
罪
と
い
う

戒
法
ま
で
設
け
て
禁
止
し
て
い
る
。

そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
釈
尊
は
「
医
学
（
医
方
）
と
は
外
道
の
教
え
で
あ
っ
て
、
出
家
の
法
で
は
な
い
」
か
ら
だ
と
い
い
、
加
え
て
出

家
の
法
と
は
大
愛
道
の
こ
と
で
あ
り
、
大
愛
道
と
は
釈
尊
が
こ
れ
ま
で
語
っ
て
き
仏
教
の
こ
と
だ
と
い
う
。
仏
教
教
団
の
目
的
は
、
僧
侶

自
ら
が
生
死
の
輪
廻
を
越
え
、
自
ら
実
践
し
た
そ
の
教
え
を
世
間
へ
と
伝
え
広
め
る
こ
と
に
あ
り
、
医
師
の
よ
う
に
活
命
す
る
こ
と
で
は

な
い
と
い
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
事
例
の
積
み
あ
げ
か
ら
私
た
ち
が
日
常
の
中
で
生
命
（
い
の
ち
）
と
呼
ん
で
い
る
生
命
は
、
病
気
を
治
す
こ
と
で
保
た
れ

る
生
命
（
い
の
ち
）
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
釈
尊
は
大
愛
道
に
よ
っ
て
生
死
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
生
命
（
い
の
ち
）
の
獲
得
を
目
指

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
う
気
づ
い
て
み
る
と
、
仏
教
教
団
が
採
用
し
た
医
療
の
目
的
は
、
単
に
活
命
に
よ
っ
て
生
き
な
が
ら
え
る
た
め
で
は
な
く
、

僧
た
ち
が
大
愛
道
を
歩
み
出
家
の
大
願
を
成
就
す
る
た
め
に
ィ
ジ
カ
ル
な
生
命
（
い
の
ち
）、
四
大
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
心
身
（
い

の
ち
）
を
養
う
た
め
で
あ
る
と
分
か
っ
た
。

引
き
つ
づ
き
、
以
上
の
成
果
を
踏
ま
え
て
、
以
下
に
義
浄
三
蔵
が
報
告
し
た
ナ
ー
ラ
ン
ダ
僧
院
の
医
療
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た

か
考
察
し
よ
う
。
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１

イ
ン
ド
仏
教
の
医
方
明
に
つ
い
て

本
来
、
イ
ン
ド
仏
教
の
医
学
は
、
五
明
（pañca-vidyā
cikits

）
の
一
つ
の
医
方
明
（

ā-vidyā

）
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
が
、
天
台
大

師
の
在
世
時
代
（
五
三
八
～
五
九
七
年
）
で
あ
る
六
世
紀
末
ま
で
に
中
国
へ
と
伝
播
し
た
文
献
の
中
に
は
、
そ
の
よ
う
な
医
方
明
に
相
当

す
る
テ
キ
ス
ト
を
発
見
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。（
Ｋ
・
Ｇ
・
ジ
ス
ク
『
古
代
イ
ン
ド
の
苦
行
と
癒
し
』
九
六
頁

時
空
出
版

一
九
九

三
年
、
以
下
『
古
代
イ
ン
ド
の
苦
行
と
癒
し
』
と
略
記
）

さ
き
の
律
蔵
群
に
は
医
方
明
に
相
応
す
る
具
体
的
な
記
述
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
が
、『
摩
訶
僧
祇
律
』
に
は
「
病
に
は
四
大
に
相
応
し
そ

れ
ぞ
れ
に
百
一
の
病
が
あ
り
、
全
体
で
四
百
四
病
が
あ
る
・
・（
中
略
）・
・
風
病
は
油
・
脂
、
熱
病
は
酥
、
水
病
は
蜜
、
雑
病
は
油
・
脂
、

酥
、
蜜
な
ど
の
三
種
薬
を
用
い
る
」（
大
正
二
二

三
一
六
Ｃ
）
な
ど
詳
細
な
治
療
法
が
上
げ
ら
れ
、
漢
訳
文
献
で
は
そ
の
病
因
論
は
地

大
・
水
大
・
火
大
・
風
大
の
四
大
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
の
み
で
あ
る
。

○
玄
奘
三
蔵
の
医
方
明
に
関
す
る
報
告

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
医
方
明
の
実
際
を
伝
え
る
文
献
と
し
て
、
七
世
紀
中
頃
（
在
印
期
間
六
二
九
～
六
四
五
年
）
に
ナ

ー
ラ
ン
ダ
僧
院
を
中
心
に
遊
学
し
て
い
た
玄
奘
三
蔵
は
、『
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
』
十
巻
、『
大
唐
西
域
記
』
な
ど
に
は
、
ナ
ー
ラ
ン
ダ

僧
院
生
活
の
実
際
を
伝
え
る
な
か
で
、
そ
の
学
習
コ
ー
ス
の
五
つ
の
伝
統
的
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
、
一
に
声
明
（śabd-vidyā

）、
二
に
工
巧
明

psilparm
ast

（

hāna-vidyā
cikit

）、
三
に
医
方
明
（

sā-vidyā
cihetu-vid

）、
四
に
因
明
（

yā
adhy

）、
五
に
内
明
（

ātm
a-vidyā

）
を

挙
げ
て
い
る
。
僧
侶
た
ち
は
五
明
を
三
蔵
十
二
部
教
の
経
典
群
と
共
に
、
そ
れ
を
七
歳
か
ら
学
ん
だ
と
い
う
。（『
古
代
イ
ン
ド
の
苦
行
と

癒
し
』
六
九
頁
、
織
田
『
仏
教
大
辞
典
』
五
七
三
頁
）

◇
『
大
唐
西
域
記
』（
大
正
五
一

八
七
六
Ｃ
）

二
章
。
七
歳
之
後
漸
授
五
明
大
論
。
一
曰
聲
明
。
釋
詁
訓
字
。
詮
目
疏
別
。
二
工
巧
明
。
伎
術
機
關
陰
陽
暦
數
。
三
醫
方
明
。
禁
咒
閑
邪
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藥
石
針
艾
。
四
謂
因
明
。
考
定
正
邪
研
覈
眞
僞
。
五
曰
内
明
。
究
暢
五
乘
因
果
妙
理
。
其
婆
羅
門
學
四
吠
陀
論
（
舊
曰
毘
陀
訛
也
）。

○
義
浄
三
蔵
の
医
方
明
に
関
す
る
報
告

中
国
へ
と
伝
播
し
て
い
な
か
っ
た
医
方
明
の
テ
キ
ス
ト
は
、
七
世
紀
中
頃
の
ナ
ー
ラ
ン
ダ
大
僧
院
で
は
、
五
明
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
中

で
学
ば
れ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
七
世
紀
後
半
の
や
は
り
ナ
ー
ラ
ン
ダ
僧
院
へ
と
遊
学
し
た
唐
代
の
訳
経
三
蔵
僧
義
浄
（
在
印

期
間
六
七
二
～
六
八
二
年
）
は
、
そ
の
著
書
『
南
海
寄
帰
内
法
伝
』
の
中
で
、
当
時
の
ナ
ー
ラ
ン
ダ
僧
院
で
実
践
さ
れ
て
い
た
医
方
明
の

診
療
科
目
を
挙
げ
て
い
る
。

実
際
の
診
療
科
目
は
次
の
八
つ
「
一
に
は
所
有
る
諸
瘡
を
論
ず
、
二
に
は
首
疾
を
針
刺
す
を
論
ず
、
三
に
は
身
の
患
を
論
ず
、
四
に
は

agada

鬼
瘴
を
論
ず
、
五
に
は
悪
掲
陀
（

、
毒
）
を
論
ず
、
六
に
は
童
子
の
病
を
論
ず
、
七
に
は
長
年
の
方
を
論
ず
、
八
に
は
身
力
を
足

す
を
論
ず
」
で
あ
る
と
い
う
。

義
浄
の
解
説
に
よ
れ
ば
、
こ
の
八
つ
の
診
療
科
目
は
「
一
は
内
科
外
科
を
か
ね
た
身
体
の
で
き
も
の
、
は
れ
も
の
治
療
、
二
は
頭
部
の

疾
患
で
眼
耳
鼻
や
咽
喉
の
治
療
、
三
は
身
体
の
首
か
ら
下
の
疾
患
で
内
科
の
治
療
、
四
は
心
が
惑
わ
さ
れ
た
よ
う
な
疾
患
の
精
神
科
の
治

療
、
五
は
悪
掲
陀
と
は
毒
の
こ
と
で
毒
物
の
療
法
、
六
は
胎
内
の
子
供
か
ら
十
六
歳
ま
で
の
子
供
の
治
療
、
七
は
寿
命
を
延
ば
す
療
法
、

八
は
身
体
壮
健
の
療
法
」
と
い
う
。

◇
『
南
海
寄
帰
内
法
伝
』「
二
十
七
先
體
病
源
」（
大
正
五
四

二
二
三
Ｂ
）

然
後
行
八
醫
。
如
不
解
斯
妙
。
求
順
反
成
違
。
言
八
醫
者
。
一
論
所
有
諸
瘡
。
二
論
針
刺
首
疾
。
三
論
身
患
。
四
論
鬼
瘴
。
五
論
惡
掲
陀

藥
。
六
論
童
子
病
。
七
論
長
年
方
。
八
論
足
身
力
。
言
瘡
事
兼
内
外
。
首
疾
但
目
在
頭
。
斉
咽
已
下
名
爲
身
患
。
鬼
瘴
謂
是
邪
魅
。
惡
掲

陀
遍
治
諸
毒
。
童
子
始
從
胎
内
至
年
十
六
。
長
年
則
延
身
久
存
。
足
力
乃
身
體
強
健
。

○
『
南
海
寄
帰
内
法
伝
』
の
八
医
と
『
チ
ャ
ラ
カ
・
サ
ン
ヒ
タ
ー
』『
ス
シ
ュ
ル
タ
・
サ
ン
ヒ
タ
ー
』
の
医
療
科
目
の
比
較

そ
し
て
、
こ
の
八
つ
の
診
療
科
目
は
、
現
代
の
ア
ー
ユ
ル
・
ヴ
ェ
ー
ダ
（
イ
ン
ド
医
学
）
の
根
本
聖
典
で
あ
る
『
チ
ャ
ラ
カ
・
サ
ン
ヒ
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タ
ー
』
の
第
一
巻
三
十
章
「
心
臓
に
根
を
も
つ
十
の
大
脈
管
に
関
す
る
章
」
と
、『
ス
シ
ュ
ル
タ
・
サ
ン
ヒ
タ
ー
』
の
総
説
篇
第
一
章
「
聖

者
ダ
ン
ヴ
ァ
ン
タ
リ
の
ス
シ
ュ
ル
タ
に
談
ぜ
ら
れ
し
ま
ま
の
吠
陀
の
起
源
の
章
」
に
同
様
の
科
目
が
見
ら
れ
る
。（『
チ
ャ
ラ
カ
・
サ
ン
ヒ

タ
ー
』
矢
野
道
夫
訳
世
界
の
名
著
『
イ
ン
ド
医
学
概
論
』
二
三
四
頁
朝
日
出
版
社
一
九
八
八
年
以
下
『
チ
ャ
ラ
カ
・
サ
ン
ヒ
タ
ー
』
と

略
記
、『
ス
シ
ュ
ル
タ
・
サ
ン
ヒ
タ
ー
』
大
地
原
誠
玄
訳
『
ス
シ
ュ
ル
タ
本
集
』
一
ー
二
頁
ア
ー
ユ
ル
・
ヴ
ェ
ー
ダ
研
究
会
刊
一
九
七
一

年
以
下
『
ス
シ
ュ
ル
タ
・
サ
ン
ヒ
タ
ー
』
と
略
記
）

□
『
チ
ャ
ラ
カ
・
サ
ン
ヒ
タ
ー
』
＆
『
ス
シ
ュ
ル
タ
・
サ
ン
ヒ
タ
ー
』

□
『
南
海
寄
帰
内
法
伝
』

一
、
腫
瘍
、
膿
瘍
な
ど
の
治
療
法
（
一
般
外
科
学
、śala-tantra

）

一
に
は
所
有
る
諸
瘡
を
論
ず

二
、
眼
科
や
耳
鼻
咽
喉
科
の
治
療
法
（
特
殊
外
科
学
、śalakya-tantra

）

二
に
は
首
疾
刺
す
を
論
ず

三
、
内
科
全
般
の
治
療
法
（
身
体
療
法
、kāya-cikitsā

）

三
に
は
身
の
患
を
論
ず

b

四
、
精
神
病
治
療
（
鬼
神
学
、hūta-vidyā
）

四
に
は
鬼
瘴
を
論
ず

五
、
小
児
病
治
療
（
小
兒
科
学
、kāum
āra-bh

itya

）

五
に
は
悪
掲
陀
を
論
ず

agada-tantra

六
、
解
毒
剤
の
投
薬
療
法
（
毒
物
学
、

）

六
に
は
童
子
の
病
を
論
ず

ra

七
、
長
生
薬
論
（
不
老
長
生
学
、

sāyana-tantra
）

七
に
は
長
年
の
方
を
論
ず

八
、
精
力
増
強
法
（
強
精
学
、vājikara

a-tantra

）

八
に
は
身
力
を
足
す
を
論
ず

そ
れ
ら
を
比
較
す
る
と
、
ア
ー
ユ
ル
・
ヴ
ェ
ー
ダ
と
『
南
海
寄
帰
内
法
伝
』
の
八
つ
の
診
療
科
目
は
、『
南
海
寄
帰
内
法
伝
』
の
五
「
悪

掲
陀
を
論
ず
」
と
六
「
童
子
の
病
を
論
ず
」
が
、
ア
ー
ユ
ル
・
ヴ
ェ
ー
ダ
で
は
五
「
小
児
病
治
療
」
と
六
「
解
毒
剤
の
投
薬
療
法
」
と
、

そ
の
順
が
逆
に
な
っ
て
い
る
以
外
は
、
科
目
数
と
内
容
は
そ
の
ま
ま
一
致
す
る
こ
と
が
分
か
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
天
台
大
師
の
在
世
時
代
ま
で
に
、
医
学
に
関
す
る
専
門
的
な
テ
キ
ス
ト
は
中
国
へ
と
伝
播
し
な
か
っ
た
が
、
そ
の
後

r·
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の
七
世
紀
中
頃
か
ら
末
に
か
け
て
、
ナ
ー
ラ
ン
ダ
僧
院
へ
と
遊
学
し
た
玄
奘
三
蔵
と
、
義
浄
三
蔵
の
報
告
で
は
、
さ
き
の
八
つ
の
診
療
科

cikit
目
に
も
と
づ
い
た
医
方
明
（

sā-vidyā

）
が
実
践
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

そ
し
て
、
そ
の
医
方
明
の
診
療
科
目
が
、
現
代
の
ア
ー
ユ
ル
・
ヴ
ェ
ー
ダ
の
根
本
聖
典
と
な
っ
て
い
る
『
ス
シ
ュ
ル
タ
・
サ
ン
ヒ
タ
ー
』

（śuruta-sa
hitā

charaka-s

三
～
四
世
紀
成
立
）『
チ
ャ
ラ
カ
・
サ
ン
ヒ
タ
ー
』（

a
hitā

五
世
紀
成
立
）
と
同
様
の
科
目
で
あ
る

と
こ
ろ
か
ら
、
ナ
ー
ラ
ン
ダ
僧
院
の
医
方
明
の
テ
キ
ス
ト
も
内
容
的
に
は
、
お
お
よ
そ
こ
れ
ら
と
同
様
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

２

中
国
へ
と
医
方
明
の
テ
キ
ス
ト
が
伝
播
し
な
か
っ
た
理
由
に
つ
い
て

○
義
浄
三
蔵
は
医
方
明
を
あ
え
て
持
ち
帰
ら
な
っ
か
た

こ
の
ナ
ー
ラ
ン
ダ
僧
院
で
玄
奘
三
蔵
や
義
浄
三
蔵
が
見
聞
し
た
医
方
明
の
テ
キ
ス
ト
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

と
く
に
義
浄
の
『
南
海
寄
帰
内
法
伝
』
に
は
、
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。

「
そ
の
八
つ
の
診
療
科
目
（
八
術
）
は
、
八
部
の
テ
キ
ス
ト
に
な
っ
て
い
た
が
、
近
年
に
な
っ
て
あ
る
人
が
そ
れ
を
要
約
し
、
一
冊
（
一

夾
）
の
テ
キ
ス
ト
に
し
た
。
イ
ン
ド
（
五
天
）
で
は
、
み
な
こ
の
医
学
を
な
ら
い
技
術
を
修
め
て
い
る
。
た
だ
こ
の
医
学
を
な
ら
い
修
め

る
と
、
そ
れ
を
生
業
と
す
る
こ
と
が
で
き
、
西
イ
ン
ド
で
は
医
師
が
尊
ば
れ
、
か
ね
て
商
客
を
重
ず
る
の
で
殺
害
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。

そ
し
て
、
自
分
に
も
利
益
が
あ
り
、
人
を
救
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
医
方
明
の
功
学
を
用
い
て
人
を
救
っ
て
も
、
こ
れ
は
僧

侶
の
正
業
で
は
な
い
の
で
、
悩
ん
だ
末
に
こ
れ
を
棄
て
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
。

◇
『
南
海
寄
帰
内
法
伝
』「
二
十
七
先
體
病
源
」

（
大
正
五
四

二
二
三
Ｂ
）

斯
之
八
術
先
爲
八
部
。
近
日
有
人
略
爲
一
夾
。
五
天
之
地
咸
悉
遵
修
。
但
令
解
者
無
不
食
祿
。
由
是
西
國
大
貴
醫
人
。
兼
重
商
客
爲
無
殺

害
。
自
益
濟
他
。
於
此
醫
明
已
用
功
學
。
由
非
正
業
遂
乃
棄
之
。
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こ
の
よ
う
に
ナ
ー
ラ
ン
ダ
大
僧
院
で
は
、
医
方
が
五
明
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
中
で
学
ば
れ
て
お
り
義
浄
自
身
も
医
方
明
を
学
ん
で
い
た

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
義
浄
は
こ
の
医
方
明
の
功
学
が
僧
侶
の
正
業
で
は
な
い
と
し
て
、
な
ん
と
そ
の
医
方
明
を
棄
て
た
と
い
う
。
こ
こ

に
イ
ン
ド
か
ら
中
国
へ
と
、
医
学
に
関
す
る
専
門
的
な
テ
キ
ス
ト
が
な
ぜ
伝
播
し
な
か
っ
た
の
か
そ
の
片
鱗
が
見
え
る
。
僧
侶
の
目
的

は
、
ま
ず
自
ら
が
生
死
の
輪
廻
を
越
え
、
自
ら
実
践
し
た
そ
の
教
え
を
世
間
へ
と
伝
え
広
め
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
医
学
に
よ
る
救
済
が
目

的
で
は
な
い
か
ら
だ
と
言
う
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
と
同
様
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
さ
き
の
律
蔵
群
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。『
摩
訶
僧
祇
律
』
に
「
お
釈
迦
さ
ま
が
、
拘

彌
に
住
し
て
い

る
時
に
、
病
気
の
治
し
方
を
熟
知
し
て
い
た
闡
陀
母
と
い
う
比
丘
尼
が
、
王
家
・
大
臣
家
・
居
士
家
な
ど
に
出
入
り
し
、
妊
産
婦
の
胎
病

や
、
眼
病
、
吐
下
の
治
療
を
し
た
り
、
咽
喉
の
は
れ
を
薬
煙
で
熏
じ
、
鼻
を
塩
水
や
薬
の
油
で
灌
ぎ
、
ま
た
患
部
を
刀
で
切
開
し
す
る
な

ど
外
科
の
治
療
を
し
て
、
多
く
の
患
者
を
治
癒
さ
せ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
治
療
に
よ
っ
て
た
く
さ
ん
の
供
養
を
得
た
と
い
う
。

し
か
し
、
お
釈
迦
さ
ま
は
、『
こ
の
よ
う
な
治
療
は
、
出
家
の
用
い
る
法
で
は
な
く
、
医
師
の
仕
事
で
あ
る
か
ら
、
今
後
は
医
師
の
よ
う

に
活
命
を
目
的
と
す
る
医
療
は
許
さ
な
い
。
若
し
比
丘
や
比
丘
尼
が
医
師
の
よ
う
に
治
療
す
る
な
ら
ば
、
比
丘
は
越
毘
尼
の
罪
、
比
丘
尼

な
ら
波
夜
提
の
罪
に
あ
た
る
』
と
し
て
禁
じ
て
い
る
。
た
だ
し
病
人
に
そ
の
治
療
法
を
教
語
す
る
こ
と
は
許
し
た
」
と
い
う
。

◇
『
摩
訶
僧
祇
律
』

（
大
正
二
二

五
三
一
Ａ
）

佛
住
拘

彌
。
爾
時
闡
陀
母
比
丘
尼
善
知
治
病
。
持
根
藥
葉
藥
果
藥
。
入
王
家
大
臣
家
居
士
家
。
治
諸
母
人
胎
病
眼
病
。
吐
下
熏
咽
灌
鼻

用
針
刀
。
然
後
持
此
諸
藥
塗
之
。
由
治
病
故
大
得
供
養
。
諸
比
丘
尼
呵
言
。
此
非
出
家
法
此
是
醫
師
耳
。
諸
比
丘
尼
語
大
愛
道
。
大
愛
道

以
是
因
縁
往
白
世
尊
。
佛
言
。
喚
是
比
丘
尼
来
。
来
已
問
言
。
汝
實
爾
不
。
答
言
實
爾
。
佛
言
。
此
是
惡
事
。
從
今
日
後
。
不
聽
作
醫
師

活
命
。
佛
告
大
愛
道
瞿
曇
彌
。
依
止
拘

彌
比
丘
尼
皆
悉
令
集
。
乃
至
已
聞
者
當
重
聞
。
若
比
丘
尼
作
醫
師
活
命
波
夜
提
。
比
丘
尼
者
如
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上
説
。
醫
者
持
根
藥
葉
藥
果
藥
治
病
。
復
有
醫
咒
毒
咒
蛇
乃
至
咒
火
咒
星
宿
日
月
。
以
此
活
命
如
闡
陀
母
者
波
夜
提
。
波
夜
提
者
如
上

説
。
比
丘
尼
不
得
作
醫
師
活
命
。
若
有
病
者
得
教
語
治
法
。
比
丘
作
醫
師
活
命
者
越
毘
尼
罪
。
是
故
世
尊
説
佛
住
拘

彌
。
爾
時
世
尊
制

戒
不
得
作
醫
師
活
命
。
有
人
呼
闡
陀
母
治
病
。
比
丘
尼
言
。
世
尊
制
戒
不
聽
。
復
言
。
若
不
聽
者
授
我
醫
方
。
即
授
與
俗
人
外
道
醫
方
。

諸
比
丘
尼
言
。
但
誦
醫
方
此
非
出
家
法
。
諸
比
丘
尼
語
大
愛
道
。
大
愛
道
即
以
是
事
具
白
世
尊
。

こ
こ
で
注
目
す
る
こ
と
は
、
お
釈
迦
さ
ま
は
、
僧
侶
の
医
師
の
よ
う
に
活
命
を
目
的
と
す
る
医
療
を
禁
じ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
比
丘

d

尼
は
波
夜
提
の
罪
、
比
丘
は
越
毘
尼
の
罪
を
設
け
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
五
衆
罪
の
一
つ
で
突
吉
羅
（u

krta

）
の
罪
で
、
共
に
軽
い
罪

で
懺
悔
す
れ
ば
減
罪
す
る
が
、
懺
悔
し
な
け
れ
ば
悪
趣
へ
と
堕
ち
る
過
ち
で
、
善
い
行
い
を
障
礙
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。（『
望
月
仏

教
大
辞
典
』
三
九
二
七
頁
～
三
九
二
八
頁
、
四
一
七
八
頁
）

戒
を
設
け
て
こ
れ
を
禁
ず
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
当
時
に
闡
陀
母
比
丘
尼
の
よ
う
に
、
活
命
の
目
的
で
医
療
を
し
た
僧
侶
が
多
く
あ

り
、
ま
た
教
団
と
王
家
・
大
臣
家
・
居
士
家
な
ど
と
の
間
に
問
題
が
生
じ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
義
浄
三
蔵
が
自
身
が
学
ん
だ
医
方
明
を

棄
て
た
と
い
う
真
意
も
こ
こ
に
あ
る
と
い
え
る
。

○
義
浄
三
蔵
の
カ
ル
チ
ャ
ー
シ
ョ
ッ
ク
に
つ
い
て

ま
た
少
々
余
談
で
は
あ
る
が
、
義
浄
三
蔵
の
袈
裟
に
つ
い
て
の
カ
ル
チ
ャ
ー
シ
ョ
ッ
ク
に
ふ
れ
て
お
こ
う
。
向
学
心
に
燃
え
て
南
海
を

経
由
し
て
イ
ン
ド
に
到
達
し
た
義
浄
は
、
イ
ン
ド
の
僧
侶
の
袈
裟
衣
の
様
式
と
、
自
身
の
出
で
立
ち
の
違
い
に
、
イ
ン
ド
の
僧
侶
に
「
袈

k

裟
は
ど
れ
で
す
か
」
と
質
問
を
す
る
。
す
る
と
「
袈
裟
と
は
イ
ン
ド
の
言
葉
で
は
、
褐
色
（a

āya

）
と
い
う
色
の
名
称
で
あ
っ
て
、
あ

な
た
が
袈
裟
と
い
っ
て
い
る
も
の
は
、
イ
ン
ド
で
は
支
伐
羅
（cīvara

）
と
い
い
、
一
枚
は
腰
巻
き
で
現
在
の
ル
ン
ギ
ー
、
も
う
一
枚
は

上
半
身
を
つ
つ
む
小
型
の
シ
ョ
ー
ル
、
改
ま
っ
た
席
で
は
二
つ
折
り
に
し
肩
に
か
け
、
三
枚
目
は
外
套
用
の
大
型
の
シ
ョ
ー
ル
だ
」
と
い

わ
れ
、
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
と
い
う
。（『
南
海
寄
帰
内
法
伝
』「
九
受
斎
軌
則
」
大
正
五
四

二
一
一
Ａ
、『
図
説
イ
ン
ド
神
秘
辞
典
』
一
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五
九
頁
～
一
六
九
頁

講
談
社

一
九
九
九
年
）

在
印
十
年
を
経
て
帰
国
し
た
義
浄
三
蔵
が
、『
根
本
説
一
切
有
部
毘
奈
耶
』
五
十
巻
な
ど
、
有
部
律
に
関
す
る
そ
の
ほ
と
ん
ど
を
持
ち
帰

り
訳
出
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
ナ
ー
ラ
ン
ダ
僧
院
で
の
経
験
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。

◇
『
南
海
寄
帰
内
法
伝
』「
九
受
斎
軌
則
」

（
大
正
五
四

二
一
一
Ａ
）

袈
裟
（
袈
裟
乃
是
梵
言
。
即
是
乾
陀
之
色
。
元
来
不
干
東
語
。
何
勞
下
底
置
衣
。
若
依
律
文
典
語
。
三
衣
並
名
支
伐
羅
也
）。

３

ナ
ー
ラ
ン
ダ
僧
院
の
医
方
明
の
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て

○
義
浄
三
蔵
の
見
た
医
方
明
テ
キ
ス
ト
と
は

こ
れ
で
中
国
へ
と
医
方
明
の
専
門
的
な
テ
キ
ス
ト
が
伝
播
し
な
か
っ
た
理
由
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
ま
た
義
浄
が
帰
国
し
有
部
律

の
訳
出
に
生
涯
を
捧
げ
た
理
由
も
お
よ
そ
理
解
で
き
た
。

で
は
そ
の
医
方
明
の
テ
キ
ス
ト
、
義
浄
三
蔵
を
し
て
「
近
日
人
あ
り
て
、
略
し
て
一
夾
な
す
」
と
い
わ
し
め
た
テ
キ
ス
ト
と
は
ど
の
よ

う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

近
年
の
研
究
で
は
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
、
バ
ー
グ
バ
タ
（V

āgbha
a

Skt.A

）
の
『
八
科
精
髄
集
』（

ā
n

・ā-h
aya-sa

hitā
T
ib.Y
an-

lag
brgyad-pahisñin

・-po
badus-pa

shes-dya-ba

）
で
あ
り
、
そ
れ
は
ほ
ぼ
七
世
紀
に
成
立
し
、
さ
き
に
あ
げ
た
イ
ン
ド
の
二
大
古
典

医
学
書
で
あ
る
『
ス
シ
ュ
ル
タ
・
サ
ン
ヒ
タ
ー
』
と
『
チ
ャ
ラ
カ
・
サ
ン
ヒ
タ
ー
』
に
含
ま
れ
る
医
学
的
知
識
を
集
大
成
し
た
文
献
で
あ
っ

た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
二
書
に
『
八
科
精
髄
集
』
を
加
え
て
、
イ
ン
ド
で
は
三
大
医
学
書
と
呼
ば
れ
る
。

さ
ら
に
こ
の
『
八
科
精
髄
集
』
が
医
学
の
理
論
と
臨
床
の
双
方
を
扱
い
な
が
ら
、
二
つ
の
古
典
を
う
ま
く
折
衷
し
読
み
や
す
い
た
め
に
、

ナ
ー
ラ
ン
ダ
大
僧
院
の
よ
う
な
総
合
大
学
的
な
教
育
機
関
で
は
最
適
な
テ
キ
ス
ト
と
し
て
用
い
ら
れ
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
イ
ン
ド
国
外

t·
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へ
も
伝
え
ら
れ
て
、
チ
ベ
ッ
ト
大
蔵
経
に
も
八
世
紀
後
半
に
は
所
収
さ
れ
、
九
世
紀
半
ば
の
ペ
ル
シ
ャ
人
の
医
師
ア
ッ
・
タ
バ
リ
ー
が
ア

ラ
ビ
ア
語
で
著
し
た
『
知
恵
の
楽
園
』
に
イ
ン
ド
医
学
に
関
す
る
部
分
で
『
八
科
精
髄
集
』
に
も
と
づ
く
記
述
が
あ
り
、
す
で
に
八
世
紀

に
は
ア
ラ
ビ
ア
語
に
訳
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。

残
念
な
こ
と
に
、
こ
の
医
方
明
テ
キ
ス
ト
は
漢
訳
さ
れ
て
い
な
い
。
ち
な
み
に
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
の
重
要
性
を
物
語
る
事
実
と
し
て
、

現
在
の
イ
ン
ド
国
ケ
ー
ラ
ラ
州
の
ア
シ
ュ
タ
ヴ
ィ
デ
ィ
ヤ
ー
（A
a-vaidyā

）
医
学
派
に
属
す
る
ナ
ン
ブ
ー
デ
ィ
リ
・
バ
ラ
モ
ン
で
実
践

さ
れ
て
い
る
と
い
う
。（
『
古
代
イ
ン
ド
の
苦
行
と
癒
し
』
七
〇
頁
と
九
五
頁
、『
イ
ン
ド
医
学
概
論
』
朝
日
出
版
社
解
説
）

○
ナ
ー
ラ
ン
ダ
僧
院
の
具
体
的
な
医
療
の
あ
り
方
に
つ
い
て

こ
れ
に
よ
っ
て
、
お
お
よ
そ
義
浄
三
蔵
が
「
近
日
人
あ
り
て
、
略
し
て
一
夾
な
す
」
と
い
っ
た
テ
キ
ス
ト
が
、『
八
科
精
髄
集
』
で
あ

り
、
ま
た
イ
ン
ド
（
五
天
）
で
は
、
み
な
こ
の
医
学
を
な
ら
い
技
術
を
修
め
て
い
る
、
と
い
っ
た
理
由
が
理
解
で
き
た
と
思
う
。
そ
し
て

ま
た
、
義
浄
三
蔵
は
、
そ
の
当
時
の
ナ
ー
ラ
ン
ダ
僧
院
で
行
わ
れ
て
い
た
、
具
体
的
な
医
療
の
あ
り
方
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
報
告
し
て

い
る
。

g

『
南
海
寄
帰
内
法
伝
』「
二
十
八
進
薬
方
法
」
に
「
四
大
の
不
調
に
は
、
一
に
窶
嚕
（
く
ろ

ulm
a

kapha

地
大
）、
二
に
は
燮
跛
（

pitta

水
大
）、
三
に
は
畢
哆
（

火
大
）、
四
に
は
婆
哆
（vāta
風
大
）
の
四
つ
が
あ
り
、
一
は
地
大
が
増
大
し
て
身
体
が
肥
る
地
大
病
、

二
に
は
水
大
が
積
も
っ
て
下
痢
を
し
た
り
浮
腫
ん
だ
り
す
る
水
大
病
、
三
に
は
火
大
が
盛
ん
に
な
り
発
熱
や
頭
痛
、
ま
た
心
臓
循
環
器
系

の
火
大
病
、
四
に
は
風
大
が
動
い
て
呼
吸
器
系
の
病
気
や
、
身
体
の
各
部
が
痛
む
な
ど
の
風
大
病
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
中
国
で
は
沈
重
、

痰

、
熱
黄
、
気
発
と
呼
ば
れ
る
病
気
で
あ
る
」（
大
正
五
四

二
二
四
Ａ
）
と
い
う
。

そ
し
て
、
さ
ら
に
そ
の
臨
床
に
つ
い
て
「
一
般
的
な
臨
床
の
現
場
で
は
、
四
大
に
地
大
を
加
え
な
い
、
風
大
（
風
）・
火
大
（
熱
）・
水

大
（

）
の
病
因
論
に
よ
る
応
用
が
行
わ
れ
、
病
気
の
種
類
も
気
発
・
熱
黄
・
痰

の
三
種
と
し
て
、
地
大
の
沈
重
（
身
体
の
意
味
）
は

s· t·
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水
大
の
痰

と
同
様
に
考
え
、
別
に
地
大
を
数
え
な
い
」
と
い
う
。

◇
『
南
海
寄
帰
内
法
伝
』「
二
十
八
進
藥
方
法
」

（
大
正
五
四

二
二
四
Ａ
）

四
大
不
調
者
。
一
窶
嚕
二
燮
跛
。
三
畢
哆
。
四
婆
哆
。
初
則
地
大
増
令
身
沈
重
。
二
則
水
大
積
涕
唾
乖
常
。
三
則
火
大
盛
頭
胸
壯
熱
。
四

則
風
大
動
氣
息
撃
衝
。
即
當
神
州
沈
重
痰

熱
黄
氣
發
之
異
名
也
。
若
依
俗
論
病
。
乃
有
其
三
種
。
謂
風
熱

。
重
則
與

體
同
。
不
別

彰
其
地
大
。

catu

つ
ま
り
、
当
時
の
ナ
ー
ラ
ン
ダ
の
仏
教
医
学
は
、
正
し
く
は
四
大
要
素
の
理
論
（

r-do
a
theory

）
の
基
礎
概
念
に
よ
っ
て
病
気

の
原
因
と
治
療
を
考
え
、
四
大
に
支
え
ら
れ
た
身
体
観
を
持
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
実
際
の
治
療
理
論
と
し
て
は
、
現
代
イ
ン
ド
の
ア
ー

ユ
ル
・
ヴ
ェ
ー
ダ
と
同
様
に
風
大
（vāta

pitta
kaph

：
以
下
は
ヴ
ァ
ー
タ
）・
火
大
（

：
以
下
は
ピ
ッ
タ
）・
水
大
（

a

：
以
下
は
カ
パ
）

tri-d

の
三
大
要
素
の
理
論
（

o
a
theory

：
以
下
ト
リ
・
ド
ー
シ
ャ
理
論
）
に
よ
る
医
療
が
機
能
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

４

イ
ン
ド
の
仏
教
医
学
に
見
え
る
四
大
の
治
療
理
論
に
つ
い
て

こ
れ
ら
の
義
浄
の
情
報
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
ナ
ー
ラ
ン
ダ
僧
院
で
は
、
四
大
要
素
に
よ
る
病
因
論
は
残
っ
て
い
た
が
、
実
際
の
治
療
理

論
と
し
て
は
、
ヴ
ァ
ー
タ
（
風
大
）・
ピ
ッ
タ
（
火
大
）・
カ
パ
（
水
大
）
の
ト
リ
・
ド
ー
シ
ャ
理
論
（
三
大
要
素
の
理
論
）
が
用
い
ら
れ

て
い
た
と
い
う
。

g

で
は
こ
の
七
世
紀
の
ナ
ー
ラ
ン
ダ
僧
院
に
伝
え
れ
て
い
た
、
さ
き
の
「
四
大
の
不
調
に
は
、
一
に
窶
嚕
（ulm

a

地
大
）、
二
に
は
燮

kapha
pitta

跛
（

水
大
）、
三
に
は
畢
哆
（

火
大
）、
四
に
は
婆
哆
（vāta
風
大
）
の
四
つ
が
あ
り
、
一
は
地
大
が
増
大
し
て
身
体

が
肥
る
地
大
病
、
二
に
は
水
大
が
積
も
っ
て
下
痢
を
し
た
り
浮
腫
ん
だ
り
す
る
水
大
病
、
三
に
は
火
大
が
盛
ん
に
な
り
発
熱
や
頭
痛
、
ま

s·
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た
心
臓
循
環
器
系
の
火
大
病
、
四
に
は
風
大
が
動
い
て
呼
吸
器
系
の
病
気
や
、
身
体
の
各
部
が
痛
む
な
ど
の
風
大
病
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は

中
国
で
は
沈
重
、
痰

、
熱
黄
、
気
発
と
呼
ば
れ
る
病
気
で
あ
る
」
と
い
う
仏
教
本
来
の
医
学
的
な
知
識
で
あ
る
四
大
要
素
の
病
因
論
が

如
何
な
る
も
の
か
、
七
世
紀
以
前
に
訳
出
さ
れ
た
律
蔵
に
見
ら
れ
る
四
大
要
素
の
病
因
論
と
比
較
す
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。（
こ
こ
で

は
四
大
に
関
す
る
記
述
の
流
れ
を
見
る
た
め
に
、
七
世
紀
以
降
の
『
根
本
説
一
切
有
部
毘
奈
耶
薬
事
』
と
『
南
伝
大
蔵
経
』「
大
品
」
を
加

え
て
い
る
。）

①
『
十
誦
律
』
巻
第
二
（
後
秦
北
天
竺
三
蔵
弗
若
多
羅
、
羅
什
共
訳
、
四
〇
四
年
～
四
〇
九
年
）

「
病
者
と
は
、
四
大
が
増
減
し
て
諸
々
の
苦
悩
を
受
け
る
の
で
あ
る
」（
大
正
二
三
一
〇
Ｂ
）

②
『
四
分
律
』
巻
第
五
十
一
（
後
秦
北
天
竺
三
蔵
仏
陀
耶
舍
、
竺
仏
念
共
訳
、
四
一
〇
年
～
四
一
二
年
）

「
こ
の
身
体
は
四
大
が
合
成
し
て
形
づ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
四
大
に
よ
る
身
体
が
異
な
る
の
は
、
四
大
の
合
成
の
仕
方
が
異
な

る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
四
大
に
よ
る
身
体
か
ら
、
心
が
起
き
て
化
作
し
、
身
体
の
諸
根
肢
節
の
働
き
が
備
わ
る
の
で
あ
る
」（
大
正
二
二

九
六
四
Ｃ
）

③
『
摩
訶
僧
祇
律
』
巻
第
十
（
東
晋
天
竺
三
蔵
仏
陀
跋
羅
、
法
賢
共
訳
、
四
一
六
年
～
四
一
八
年
）

「
病
気
に
は
四
百
四
病
が
あ
る
。
風
病
に
百
一
あ
り
、
火
病
に
百
一
、
水
病
に
百
一
、
雑
病
に
百
一
が
あ
る
。
そ
し
て
、
風
病
の
治
療
に

は
油
・
脂
を
用
い
、
熱
病
に
は
酥
を
用
い
、
水
病
に
は
蜜
を
用
い
、
雑
病
に
は
そ
れ
ら
三
種
薬
を
用
い
る
」（
大
正
二
二
三
一
六
Ｃ
）

④
『
五
分
律
』
巻
第
十
五
（
罽
賓
国
三
蔵
仏
陀
什
訳
、
四
二
三
年
）

「
病
人
と
は
、
四
大
が
増
損
し
て
飲
食
を
摂
取
す
る
こ
と
が
で
き
ず
。
や
が
て
気
息
が
衰
弱
し
て
し
ま
う
こ
と
を
い
う
」（
大
正
二
二
一
〇

一
Ｃ
）

⑤
『
根
本
説
一
切
有
部
毘
奈
耶
薬
事
』
巻
第
十
六
（
唐
三
蔵
義
浄
訳
、
六
九
五
年
～
七
一
三
年
）
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「
一
切
有
情
の
身
体
は
、
み
な
四
大
が
合
す
る
に
よ
る
」（
大
正
二
四

八
一
Ｃ
）

⑥
『
南
伝
大
蔵
経
』「
大
品
」

五

シ
ー
ヴ
ァ
カ
よ
、
粘
液
よ
り
生
ず
る
或
感
受
の
こ
こ
に
起
こ
る
こ
と
あ
り
･
･
･

六

シ
ー
ヴ
ァ
カ
よ
、
風
よ
り
生
ず
る
或
感
受
の
こ
こ
に
起
こ
る
こ
と
あ
り
･
･
･

七

ジ
ー
ヴ
ァ
カ
よ
、（
胆
汁
な
ど
三
つ
の
）
聚
和
よ
り
生
ず
る
或
感
受
の
こ
こ
に
起
こ
る
こ
と
あ
り
･
･
･

八

ジ
ー
ヴ
ァ
カ
よ
、
時
候
の
変
化
よ
り
生
ず
る
或
感
受
の
こ
こ
に
生
ず
る
こ
と
あ
り
･
･
･

九

ジ
ー
ヴ
ァ
カ
よ
、
逆
運
の
逢
う
こ
と
に
よ
り
生
ず
る
或
感
受
の
こ
こ
に
生
ず
る
こ
と
あ
り
･
･
･

十

ジ
ー
ヴ
ァ
カ
よ
、
痙
攣
性
の
或
感
受
の
こ
こ
に
生
ず
る
こ
と
あ
り
･
･
･

一
一

ジ
ー
ヴ
ァ
カ
よ
、
業
異
熟
性
の
或
感
受
の
こ
こ
に
生
ず
る
こ
と
あ
り
･
･
･
と
。（
中
略
）

一
三

胆
汁
、
粘
液
ろ
風
と
（
三
種
の
）
聚
和
と
、
時
候
と
、
逆
運
、
痙
攣
、
業
異
熟
に
よ
り
て
第
八
な
り
と
。（『
南
伝
大
蔵
経
』
第
十

五
巻

相
応
部
経
典
六
處
篇

第
二
受
相
応
百
八
理
品
三
五
五
頁
～
三
五
六
頁
）

こ
の
六
つ
の
文
献
を
整
理
す
る
と
、『
摩
訶
僧
祇
律
』
に
は
「
病
気
に
は
、
四
大
の
増
減
に
よ
っ
て
、
そ
の
各
々
に
百
一
の
病
が
あ
る
の

で
、
全
体
で
四
百
四
病
が
あ
る
」
と
い
い
、
さ
ら
に
「
風
病
は
油
・
脂
、
熱
病
は
酥
、
水
病
は
蜜
、
雑
病
は
油
・
脂
、
酥
、
蜜
な
ど
の
三

種
薬
を
用
い
る
」
な
ど
の
具
体
的
な
治
療
法
ま
で
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
お
お
よ
そ
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
、
漢
訳
文
献
に
は
四
大
に

よ
る
病
因
論
が
示
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、『
南
伝
大
蔵
経
』「
大
品
」
で
は
、
と
く
に
漢
訳
文
献
で
は
具
体
的
な
記
述
の
見
ら
れ
な
か
っ
た
病
気
の
原
因
に
関
す
る
八
つ
の

原
因
（
八
因
）
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

１
に
四
つ
の
中
心
的
病
因
＝
内
因

─57─

『南海寄帰内法伝』にみる医療観（影山）



pitta
ピ
ッ
タ
（

）
＝
火
大
＝
胆
汁
素

sem
ha

kapha
カ
パ
（

＝

）
＝
水
大
＝
粘
液
素

ヴ
ァ
ー
タ
（vāta

）
＝
風
大
＝
体
風
素

sanni

三
つ
の
組
合
せ
（
聚
和
、

pāka

）
＝
地
大
＝
等
分

２
に
他
の
四
つ
の
外
因

時
候
（
季
節
、tu
）

v

異
常
な
行
動
に
よ
る
ス
ト
レ
ス
（
逆
運
、iam

a

）

opakkam
ika

外
因
性
の
事
故
（
痙
攣
、

）
karm

a

過
去
の
行
為
の
結
果
（
業
、

）

こ
こ
で
は
１
の
四
つ
の
内
因
と
、
２
の
四
つ
の
外
因
に
分
類
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
１
の
四
つ
の
内
因
に
は
漢
訳
文
献
と
同
様
に
、
地

大
・
水
大
・
火
大
・
風
大
の
四
大
に
よ
る
病
因
論
が
示
さ
れ
い
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
七
世
紀
以
前
の
イ
ン
ド
の
仏
教
医
学
は
、
地
大
・
水
大
・
火
大
・
風
大
の
四
大
に
支
え
ら
れ
た
病
因
論
に
よ
っ
て
、

治
療
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

４

仏
教
医
学
の
四
大
か
ら
三
大
の
治
療
理
論
に
つ
い
て

で
は
こ
の
よ
う
な
四
大
理
論
で
は
な
く
、
ナ
ー
ラ
ン
ダ
僧
院
で
実
際
に
行
わ
れ
て
い
た
ヴ
ァ
ー
タ
（
風
大
）・
ピ
ッ
タ
（
火
大
）・
カ
パ

（
水
大
）
の
ト
リ
・
ド
ー
シ
ャ
理
論
（
三
大
要
素
の
理
論
）
と
は
ど
の
様
な
病
因
論
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
を
理
解
す
る
た
め
に
、
さ
き
に
あ
げ
た
イ
ン
ド
の
二
大
古
典
医
学
書
の『
チ
ャ
ラ
カ
・
サ
ン
ヒ
タ
ー
』『
ス
シ
ュ
ル
タ
・
サ
ン
ヒ
タ
ー
』

に
見
え
る
病
因
論
と
比
較
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
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○
『
チ
ャ
ラ
カ
・
サ
ン
ヒ
タ
ー
』

「
ヴ
ァ
ー
タ
、
ピ
ッ
タ
、
カ
パ
が
身
体
的
な
病
素
の
す
べ
て
で
あ
る
」

「
病
気
に
は
四
種
類
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
外
因
性
の
病
気
と
、
ヴ
ァ
ー
タ
、
ピ
ッ
タ
、
カ
パ
を
原
因
と
す
る
（
三
種
の
内
因
性
の
病
気
）

で
あ
る
」（『
チ
ャ
ラ
カ
・
サ
ン
ヒ
タ
ー
』
一
三
七
頁
）

○
『
ス
シ
ュ
ル
タ
・
サ
ン
ヒ
タ
ー
』

pur

「
人
間
（

u
a

）
は
特
殊
な
疾
病
の
容
器
で
あ
る
。
人
間
に
悩
み
や
痛
み
の
源
を
な
す
も
の
は
疾
病
と
称
さ
れ
る
。
疾
病
に
は
四
種
、

す
な
わ
ち
、
外
因
性
（
偶
発
的
、āgantuka

）、
身
体
的
（śārira

m

）、
精
神
的
（

ānas
sv

）
と
、
自
然
的
（

ābhāvika

）
で
あ
る
。（
中

略
）
精
神
と
肉
体
と
は
、
上
述
の
不
調
違
和
の
座
で
あ
っ
て
、
そ
の
両
者
は
個
々
に
働
き
、
ま
た
は
一
緒
に
働
く
。

浄
化
と
疾
病
を
起
す
体
液
失
調
の
鎮
静
、
お
よ
び
餌
食
と
行
為
の
摂
生
は
、
疾
病
を
克
服
す
る
た
め
に
適
当
に
用
い
ら
れ
な
け
れ
ね
ば

な
ら
な
い
四
要
素
で
あ
る
」

「
然
る
に
苦
を
与
え
る
も
の
を
病
と
称
す
る
。
病
に
は
偶
発
的
、
身
体
的
、
精
神
的
、
及
び
自
然
的
の
四
類
あ
り
。
こ
の
中
の
偶
発
的
と

は
、
外
傷
に
よ
っ
て
起
る
病
な
り
。
身
体
的
と
は
、
飲
食
物
よ
り
起
り
、
或
は
体
風
素
（vāta

pitta
kapha

）、
胆
汁
素
（

）、
粘
液
素
（

）、

及
び
血
液
の
熟
れ
が
、
一
、
二
、
三
、
若
し
く
は
総
て
が
異
常
的
変
化
を
来
し
、
そ
の
均
衡
を
失
っ
た
た
め
に
起
る
病
な
り
」（『
ス
シ
ュ

ル
タ
・
サ
ン
ヒ
タ
ー
』
第
一
篇

総
説
篇

一
－
六
頁
）

こ
の
よ
う
に
イ
ン
ド
の
古
典
医
学
は
、
ト
リ
・
ド
ー
シ
ャ
理
論
に
支
え
ら
れ
た
病
因
論
を
持
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
さ
き
の
ナ
ー
ラ
ン

ダ
僧
院
で
見
ら
れ
た
「
四
大
に
地
大
を
加
え
な
い
、
風
大
（
風
）・
火
大
（
熱
）・
水
大
（

）
の
病
因
論
」
よ
り
は
医
学
的
な
知
識
と
し

て
は
格
段
の
進
歩
を
見
せ
て
い
る
が
、
病
因
論
と
し
て
は
同
様
の
医
療
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
イ
ン
ド
の
古
典
医
学
を
、
現
代
で
は
ア
ー
ユ
ル
・
ヴ
ェ
ー
ダ
と
総
称
し
、
そ
の
具
体
的
な
考
え
方
は
、
私
た

s·
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ち
は
母
の
胎
内
で
生
を
受
け
た
直
後
か
ら
、
先
天
的
に
体
質
や
気
質
が
決
ま
っ
て
い
る
と
理
解
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
体
質
や
気
質
を
決

定
す
る
要
素
が
、
ヴ
ァ
ー
タ
・
ピ
ッ
タ
・
カ
パ
の
ト
リ
・
ド
ー
シ
ャ
理
論
に
よ
る
バ
ラ
ン
ス
関
係
で
示
さ
れ
、
ヴ
ァ
ー
タ
の
要
素
が
多
け

れ
ば
ヴ
ァ
ー
タ
体
質
と
、
ピ
ッ
タ
体
質
、
カ
パ
体
質
と
、
ま
た
は
ヴ
ァ
ー
タ
・
ピ
ッ
タ
・
カ
パ
の
複
合
型
の
体
質
と
い
う
よ
う
に
、
ト
リ
・

ド
ー
シ
ャ
理
論
に
も
と
づ
い
て
理
解
す
る
。

そ
し
て
、
私
た
ち
が
自
分
の
体
質
に
適
し
た
生
活
を
す
る
こ
と
で
、
ト
リ
・
ド
ー
シ
ャ
の
バ
ラ
ン
ス
が
良
い
と
き
に
は
健
康
的
で
、
逆

に
何
れ
か
の
ド
ー
シ
ャ
を
増
や
す
よ
う
な
不
適
当
な
食
事
や
、
節
制
を
怠
っ
た
り
す
る
と
、
ド
ー
シ
ャ
の
う
ち
何
れ
か
が
増
加
し
、
ト
リ
・

ド
ー
シ
ャ
の
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
、
健
康
を
害
す
る
と
い
う
。

た
と
え
ば
、
カ
パ
の
要
素
に
は
甘
い
と
い
う
性
質
が
あ
る
た
め
に
、
カ
パ
体
質
の
人
が
甘
い
物
を
食
べ
過
ぎ
る
と
カ
パ
病
（
水
大
病
）

に
罹
り
や
す
く
、
こ
の
体
質
の
人
は
現
代
医
学
で
い
う
糖
尿
病
な
ど
の
生
活
習
慣
病
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
ピ
ッ
タ
の
要

素
に
は
辛
い
と
い
う
性
質
が
あ
り
、
ピ
ッ
タ
体
質
の
人
が
辛
い
物
を
食
べ
過
ぎ
る
と
ピ
ッ
タ
病
（
火
大
病
）
に
罹
り
や
す
く
、
心
臓
な
ど

の
循
環
系
の
病
気
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
体
質
に
適
し
た
食
事
と
、
季
節
や
時
間
に
基
づ
い
た
生
活
が
ア
ー
ユ

ル
・
ヴ
ェ
ー
ダ
医
学
の
治
療
法
で
あ
り
、
そ
の
治
療
を
支
え
て
い
る
の
が
ト
リ
・
ド
ー
シ
ャ
（
三
大
の
要
素
）
理
論
な
の
で
あ
る
。（
幡
井

勉
編
『
生
命
の
科
学
ア
ー
ユ
ル
ヴ
ェ
ー
ダ
』
柏
樹
社
一
九
九
〇
年
、
Ｐ
・
ク
ト
ム
ビ
ア
『
古
代
イ
ン
ド
医
学
』
出
版
科
学
総
合
研
究
所

一
九
八
八
年
）

こ
れ
ら
に
よ
っ
て
イ
ン
ド
の
仏
教
医
学
が
、
ナ
ー
ラ
ン
ダ
僧
院
の
七
世
紀
頃
の
医
療
を
境
に
、
四
大
要
素
の
理
論
に
支
え
ら
れ
た
病
因

論
か
ら
、
ト
リ
・
ド
ー
シ
ャ
（
三
大
要
素
）
理
論
に
支
え
ら
れ
た
病
因
論
へ
と
移
行
す
る
過
渡
期
に
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

そ
し
て
、
こ
の
時
期
を
境
と
し
て
、
義
浄
が
「
近
日
人
あ
り
て
、
略
し
て
一
夾
な
す
」
と
い
っ
た
『
八
科
精
髄
集
』
が
、
医
方
明
の
テ

キ
ス
ト
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
ま
で
の
四
大
要
素
の
理
論
か
ら
、
ト
リ
・
ド
ー
シ
ャ
（
三
大
要
素
）
理
論
に
支
え
ら
れ

た
病
因
論
へ
と
移
行
し
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
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５

ナ
ー
ラ
ン
ダ
僧
院
の
治
療
の
あ
り
方
に
つ
い
て

さ
て
こ
の
よ
う
な
四
大
要
素
の
理
論
や
ト
リ
・
ド
ー
シ
ャ
（
三
大
要
素
）
理
論
に
支
え
ら
れ
た
医
療
の
、
具
体
的
な
治
療
の
あ
り
方
は
、

基
本
的
に
は
未
病
を
癒
す
と
い
う
養
生
の
考
え
方
に
徹
し
て
お
り
、
身
体
の
不
調
を
感
じ
た
と
き
に
は
、
さ
き
の
よ
う
に
そ
の
ヒ
ト
の
体

質
に
適
し
た
食
事
と
、
季
節
や
時
間
帯
に
も
と
づ
い
た
生
活
に
よ
っ
て
癒
す
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
養
生
の
あ
り
方
に
つ

い
て
『
南
海
寄
帰
内
法
伝
』
は
次
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。

①
イ
ン
ド
の
僧
侶
は
食
事
を
す
る
と
き
に
は
手
足
を
洗
う
こ
と
に
つ
い
て

「
三

食
坐
小
床
」（
食
事
の
た
め
の
小
さ
な
い
す
に
つ
い
て
）
に
は
、
経
文
に
よ
れ
ば
「
食
後
に
は
必
ず
足
を
洗
え
」
と
い
う
、
こ
れ

は
明
ら
か
に
い
す
の
上
の
趺
坐
し
て
い
な
い
と
い
う
事
実
を
物
語
っ
て
い
る
。
ま
た
「
食
を
足
辺
に
捨
て
る
」
と
い
う
表
現
が
あ
り
、
こ

れ
は
食
事
を
す
る
と
き
に
は
、
い
す
に
座
っ
て
脚
を
た
ら
し
て
い
る
作
法
で
あ
る
。
さ
ら
に
清
潔
に
食
事
を
す
る
た
め
に
、
い
す
の
下
に

敷
布
を
用
い
て
座
れ
ば
、
さ
ら
に
清
潔
さ
を
護
る
（
護
浄
）
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
残
飯
な
ど
不
浄
な
物
に
触
ら
ざ
る
を
え
な

い
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
イ
ン
ド
の
食
法
で
は
食
後
に
手
足
を
洗
う
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
僧
侶
の
残
食
を
物
欲
し
そ
う
に
し
て
も
、
他
者
に
施
す
こ
と
は
非
儀
で
あ
る
か
ら
深
く
慎
む
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
残
食
を

い
た
だ
い
て
僧
侶
に
触
れ
、
ま
た
家
に
帰
っ
て
家
族
に
そ
れ
を
施
す
こ
と
は
、
清
潔
さ
を
保
つ
生
活
習
慣
の
効
用
が
台
無
し
で
あ
る
。
よ

く
よ
く
察
し
て
そ
の
誤
り
を
正
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
と
く
に
イ
ン
ド
と
い
う
と
こ
ろ
は
暑
い
環
境
で
あ
る
た
め
に
、
食

事
の
作
法
に
よ
っ
て
護
浄
・
清
潔
さ
を
保
つ
こ
と
に
力
点
が
お
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

◇
『
南
海
寄
帰
内
法
伝
』「
三
食
坐
小
床
」（
大
正
五
四

二
〇
七
Ａ
）

又
經
云
。
食
已
洗
足
。
明
非
床
上
坐
。
菜
食
棄
足
邊
故
。
知
垂
脚
而
坐
是
。
佛
弟
子
宜
應
學
佛
。
縦
不
能
依
勿
生
輕
笑
。
良
以
敷
巾
方
坐

難
爲
護
淨
。
殘
宿
惡
觸
無
由
得
免
。
又
復
歛
衆
殘
食
。
深
是
非
儀
收
去
反
觸
僧
槃
家
人
還
捉
淨
器
。
此
則
空
傳
護
淨
未
見
其
功
。
幸
熟
察
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之
。
須
觀
得
失
也
。

②
飲
食
の
浄
・
触
に
つ
い
て

「
四

餐
分
淨
觸
」（
飲
食
に
よ
る
浄
と
触
を
分
け
る
こ
と
に
つ
い
て
）
に
は
、

お
よ
そ
イ
ン
ド
の
食
事
の
作
法
は
、
僧
侶
も
一
般
人
も
浄
と
触
の
状
態
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
で
に
皆
が
一
口
で
も
飲
食
す
る

な
ら
ば
、
蝕
の
状
態
に
な
る
。
ま
た
食
物
を
受
け
る
食
器
は
重
ね
て
は
い
け
な
し
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
放
置
し
て
も
い
け
な
い
。
さ
ら
に

す
べ
て
の
残
食
は
食
べ
ら
れ
る
ヒ
ト
に
譲
っ
て
食
べ
て
い
た
だ
く
べ
き
で
あ
る
。
残
食
は
決
し
て
蓄
え
て
は
な
ら
な
い
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
作
法
は
身
分
に
よ
る
上
下
の
別
な
く
、
行
わ
れ
て
い
る
作
法
で
あ
る
。
こ
れ
は
大
自
然
の
摂
理
で
あ
っ
て
、
ヒ

ト
の
思
惑
で
是
非
を
論
ぜ
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
仏
教
な
ど
の
諸
論
文
に
よ
れ
ば
、「
歯
木
（
楊
枝
）
で
歯
を
磨
か
ず
、
ま

た
自
分
の
都
合
で
手
足
す
ら
洗
わ
な
い
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
飲
食
に
浄
触
の
作
法
が
な
い
こ
と
で
、
そ
れ
は
卑
し
む
べ
き
こ
と
で
あ
る
」

と
言
っ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
決
し
て
す
で
に
使
用
し
て
触
の
状
態
に
な
っ
た
食
事
を
供
養
者
に
（
陪
食
、
供
食
）
に
返
送
し
た
り
、
そ

の
残
食
を
台
所
（
厨
房
）
に
も
ど
し
て
保
存
し
た
り
、
ま
た
チ
ャ
パ
テ
ィ
ー
な
ど
の
パ
ン
（
餅
）
を
瓶
の
中
に
ほ
う
り
込
ん
で
し
ま
っ
た

り
（
覆
瀉
）、
パ
ン
を
焼
く
た
め
の
細
長
い
壷
に
も
ど
し
て
し
ま
っ
た
り
、
肉
野
菜
な
ど
の
煮
物
の
総
菜
（
羹
菜
）
は
再
び
翌
朝
に
な
っ
て

食
べ
た
り
、
チ
ャ
パ
テ
ィ
ー
な
ど
の
パ
ン
や
果
物
も
数
日
後
に
な
っ
て
か
ら
食
べ
て
は
い
け
な
い
の
で
あ
る
。（
中
略
）
も
し
こ
の
よ
う
な

「
餐
浄
触
分
」
と
い
う
食
事
の
作
法
を
行
わ
な
い
ま
ま
に
、
神
仏
へ
と
祈
願
を
し
よ
う
と
も
、
加
持
祈
祷
を
行
お
う
と
も
、
共
に
そ
の
効

験
は
な
い
ば
か
り
か
、
た
と
え
食
事
を
讃
え
て
肝
文
を
唱
え
よ
う
と
も
、
神
祇
は
そ
の
功
徳
を
受
け
て
く
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
の
た
め
に
、
こ
う
言
い
た
い
。「
た
と
え
荘
厳
な
仏
殿
を
建
立
し
て
、
三
宝
に
献
じ
神
霊
に
奉
ろ
う
と
思
う
な
ら
ば
、
日
常
の
食
事
に

も
し
っ
か
り
と
気
を
つ
け
て
清
潔
に
す
る
べ
き
で
あ
る
」
と
。
も
し
未
だ
に
口
を
す
す
が
ず
手
足
も
洗
わ
ず
、
ま
た
大
小
便
の
後
も
洗
浄

し
な
い
者
が
あ
れ
ば
、
み
な
食
事
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
世
間
一
般
の
ヒ
ト
で
す
ら
、
食
事
は
清
潔
に
す
べ
き
と
い
う
教
え
が
あ
り
、
孔
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子
を
祀
る
典
礼
に
爪
を
切
り
そ
ろ
え
、
肌
を
ぬ
ら
し
て
塵
を
は
ら
う
べ
き
で
あ
る
と
い
い
、
孔
子
の
場
合
で
も
清
潔
に
す
べ
し
と
い
う
の

で
あ
る
。（
中
略
）

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
僧
侶
と
し
て
修
行
法
を
実
践
す
る
の
な
ら
、
ま
ず
こ
の
浄
触
の
作
法
を
意
義
を
深
く
理
解
す
べ
き
で
、
決
し

て
軽
く
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
中
国
で
は
食
事
に
お
け
る
浄
触
の
作
法
が
消
え
て
か
ら
久
し
い
歳
月
が
流
れ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
話
を
聞
い
た
と
し
て
も
、
ほ
と
ん
ど
の
僧
侶
が
そ
の
作
法
を
無
視
し
て
い
る
。
自
分
自
身
で
目
の
当
た
り
に
し
な
け
れ
ば
、
解
悟
す

る
こ
と
が
出
来
な
い
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

◇
『
南
海
寄
帰
内
法
伝
』「
四
餐
分
淨
觸
」（
大
正
五
四

二
〇
七
Ａ
～
二
〇
七
Ｂ
）

凡
西
方
道
俗
食
之
法
。
淨
觸
事
殊
。
既
餐
一
口
即
皆
成
觸
。
所
受
之
器
無
宜
重
將
。
置
在
傍
邊
待
了
同
棄
。
所
有
殘
食
與
應
食
者
食
之
。

若
更
重
收
斯
定
不
可
。
無
問
貴
賤
法
皆
同
爾
。
此
乃
天
儀
非
獨
人
事
。
故
諸
論
云
。
不
嚼
楊
枝
便
利
不
洗
。
食
無
淨
觸
將
以
爲
鄙
。
豈
有

器
已
成
觸
還
將
益
送
。
所
有
殘
食
却
收
入
廚
。
餘
餅
即
覆
瀉
瓮
中
。
長
乃
反
歸
鐺
内
。
羮
菜
明
朝
更
食
。
餅
果
後
日
仍
餐
。
持
律
者
頗
識

分
彊
。
流
漫
者
雷
同
一
概
。
又
凡
受
斎
供
及
餘
飲
。
既
其
入
口
方
即
成
觸
。
要
將
淨
水
漱
口
之
後
。
方
得
觸
著
餘
人
及
餘
淨
食
。
若
未
澡

漱
觸
他
。
並
成
不
淨
。
其
被
觸
人
皆
須
淨
漱
。
若
觸
著
狗
犬
亦
須
澡
漱
。
其
嘗
食
人
應
在
一
邊
。
嘗
訖
洗
手
漱
口
。
并
洗
嘗
器
。
方
觸
鐺

釜
。
若
不
爾
者
。
所
作
祈
請
及
爲
禁
術
。
並
無
效
驗
。
縦
陳
饗
祭
神
祇
不
受
。
以
此
言
之
。
所
造
供
設
。
欲
獻
三
寶
并
奉
靈
祇
。
及
尋
常

飲
食
。
皆
須
清
潔
。
若
身
未
淨
澡
漱
。
及
大
小
便
利
不
洗
淨
者
。
皆
不
合
作
食
。
俗
亦
有
云
。
清
斎
方
釋
奠
。
剪
爪
宜
侵
肌
捨
塵
惑
。
孔

顏
如
斯
等
類
。
亦
是
事
須
清
潔
。
不
以
殘
食
而

饗
也
。
凡
設
斎
供
及
僧
常
食
。
須
人
校
。
若
待
斎
了
恐
時
過
者
。
無
論
道
俗
雖
未
薦
奉

取
分
先
食
。
斯
是
佛
教
許
無
罪
咎
。
比
見
僧
尼
助

校
者
。
食
多
過
午
因
福
獲
罪
。
事
未
可
也
。
然
五
天
之
地
云
與
諸
國
有
別
異
者
。
以

此
淨
觸
爲
初
基
耳
。
昔
有
北
方
胡
地
使
人
行
至
西
國
人
多
見
笑
。
良
以
便
利
不
洗
餘
食
内
盆
。
食
時
叢
坐
互
相
觸
。
不
避
豬
犬
不
嚼
齒

木
。
遂
招
譏
議
。
故
行
法
者
極
須
存
意
。
勿
以
爲
輕
。
然
東
夏
食
無
淨
觸
。
其
来
久
矣
。
雖
聞
此
説
多
未
體
儀
。
自
非
面
言
方
能
解
悟
。
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③
食
後
の
作
法
に
つ
い
て

「
五

食
罷
去
穢
」（
食
事
を
お
え
て
穢
れ
を
始
末
す
る
こ
と
に
つ
い
て
）
で
は
、
食
事
を
お
え
た
後
は
、（
中
略
）
あ
る
い
は
自
分
で
水

瓶
を
持
参
し
、
あ
る
い
は
ヒ
ト
に
水
を
汲
ん
で
い
た
だ
き
、
ま
ず
手
は
必
ず
よ
く
洗
い
、
口
中
は
歯
木
で
よ
く
歯
を
磨
い
て
か
ら
、
歯
木

を
割
き
（
タ
ー
ン
グ
ス
レ
ー
パ
）
そ
れ
で
舌
を
よ
く
こ
す
り
努
め
て
清
潔
に
す
べ
き
で
あ
る
。
も
し
胃
の
具
合
が
悪
い
な
ら
ば
、
斎
供
を

食
べ
る
べ
き
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
口
中
を
清
潔
に
し
た
後
で
、
豆
の
籾
殻
（
豆
屑
）
や
、
ま
た
は
粘
土
質
の
土
と
水
で
混
ぜ
た
泥
で
食

べ
お
え
た
食
器
の
脂
穢
れ
な
ど
を
拭
い
取
る
よ
う
に
す
る
の
で
あ
る
。（
中
略
）

ま
た
口
を
す
す
ぐ
前
に
は
、
口
に
た
ま
っ
た
唾
（
口
津
）
を
の
み
込
ん
で
は
い
け
な
い
。
す
で
に
お
分
か
り
の
よ
う
に
、
こ
の
作
法
を

怠
っ
て
食
後
口
に
た
ま
る
唾
液
を
咽
み
つ
づ
け
て
い
れ
ば
体
調
不
良
（
咽
咽
得
罪
）
を
招
く
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
そ
の
た
め
に
も
、

浄
水
で
口
を
す
す
ぐ
前
の
唾
液
は
、
必
ず
外
に
吐
き
だ
す
べ
き
で
あ
る
。

も
し
食
事
の
時
間
が
正
午
を
過
ぎ
れ
ば
、
正
食
の
時
間
帯
を
逸
し
て
し
ま
い
非
時
の
罪
を
犯
す
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
ヒ
ト
が
そ
の
よ

う
な
事
実
を
理
解
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
知
っ
て
い
た
と
し
て
も
そ
れ
を
実
践
す
る
こ
と
が
難
し
い
か
ら
だ
と
い
え
る
。
こ
れ

に
つ
い
て
言
え
ば
、
豆
麺
灰
の
水
は
本
当
に
過
ち
を
免
れ
な
い
。

そ
れ
は
歯
に
食
べ
た
物
が
付
い
て
い
て
も
、
舌
の
上
に
脂
が
残
っ
て
い
て
も
そ
れ
で
良
し
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
智
者
は
そ
の
事
実
を

見
て
、
そ
れ
が
正
し
い
こ
と
な
の
か
ど
う
か
し
っ
か
り
と
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
決
し
て
正
食
の
後
に
そ
の
ま
ま
会
話
に
花
を
咲

か
せ
、
浄
瓶
の
水
で
器
も
手
も
洗
わ
ず
、
そ
れ
ば
か
り
か
歯
木
で
歯
磨
き
も
せ
ず
、
つ
い
に
口
中
の
穢
れ
を
朝
か
ら
夜
ま
で
持
ち
こ
し
て

し
ま
う
誤
り
を
招
い
て
は
い
け
な
い
。
こ
の
ま
ま
穢
れ
を
持
ち
こ
し
た
ま
ま
日
々
を
過
ご
し
て
い
る
と
、
ま
さ
に
体
調
不
良
を
招
く
こ
と

に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
食
事
を
お
え
て
穢
れ
を
洗
い
な
が
す
浄
瓶
の
作
法
を
自
分
自
身
も
行
い
、
そ
し
て
仏
道
の
門
人
に
教
え
伝
え
る
こ
と
は
、

こ
れ
こ
そ
が
供
養
の
儀
で
あ
る
。
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◇
『
南
海
寄
帰
内
法
伝
』「
五
食
罷
去
穢
」（
大
正
五
四

二
〇
七
Ｂ
～
二
〇
七
Ｃ
）

食
罷
之
時
。
或
以
器
承
。
或
在
屏
處
。
或
向
渠
竇
。
或
可
臨
階
。
或
自
持
瓶
。
或
令
人
授
水
。
手
必
淨
洗
口
嚼
齒
木
。
疏
牙
刮
舌
務
令
清

潔
。
餘
津
若
在
即
不
成
斎
。
然
後
以
其
豆
屑
。
或
時
將
土
水
撚
成
泥
。
拭
其
脣
吻
令
無
膩
氣
。
次
取
淨
瓶
之
水
盛
以
螺
盃
。
或
用
鮮
葉
。

或
以
手
承
。
其
器
及
手
。
必
須
三
屑
淨
揩
（
豆
屑
土
乾
牛
糞
）
洗
令
去
膩
。
或
於
兩
三
方
乃
成
淨
。
自
此
之
前
口
津
無
宜
輒
咽
。
既
破
威

儀
咽
咽
得
罪
。
乃
至
未
將
淨
水
重
漱
已
来
。
涎
唾
必
須
外
棄
。
若
日
過
午
更
犯
非
時
。
斯
則
人
罕
識
知
。
縦
知
護
亦
非
易
。
以
此
言
之
。

豆
麺
灰
水
誠
難
免
過
。
良
爲
牙
中
食
在
舌
上
膩
存
。
智
者
觀
斯
理
應
存
意
。
豈
容
正
食
已
了
談
話
過
時
。
不
畜
淨
瓶
不
嚼
齒
木
。
終
朝
含

穢
竟
夜
招
愆
。
以
此
送
終
固
成
難
矣
。
其
淨
瓶
水
或
遣
門
人
持
授
。
亦
是
其
儀
也
。

④
水
に
は
浄
と
触
の
二
つ
の
瓶
が
あ
る

「
六

水
有
二
瓶
」（
水
に
二
種
の
瓶
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
）
で
は
、
先
ほ
ど
の
よ
う
に
水
に
も
浄
と
触
の
二
つ
が
あ
り
、
ま
た
そ
れ
を

入
れ
る
瓶
も
二
つ
あ
る
。
浄
は
上
薬
を
か
け
た
き
め
の
細
か
い
焼
き
物
（
瓦
瓷
・
磁
器
）
を
用
い
る
。
ま
た
触
は
銅
製
で
も
鉄
製
で
も
兼

用
す
る
し
な
い
は
任
せ
ら
れ
て
い
る
。

浄
瓶
の
水
は
食
事
の
時
以
外
（
非
食
）
の
飲
用
に
つ
か
い
、
触
瓶
の
水
は
都
合
に
よ
り
適
宜
に
用
い
て
よ
い
。
浄
瓶
か
ら
汲
ん
だ
水
は

右
手
（
浄
手
）
で
持
ち
、
必
ず
浄
処
に
安
置
す
べ
き
で
あ
る
。
触
瓶
か
ら
汲
ん
だ
水
は
左
手
（
触
手
）
に
よ
っ
て
扱
い
、
触
処
に
そ
れ
を

安
置
す
る
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
そ
れ
に
準
じ
て
浄
瓶
ま
た
は
浄
器
に
汲
ん
だ
水
は
非
時
に
飲
む
も
の
で
あ
る
。
正
午
の
斎
時
に
器
に
汲
む
水
は
時
水
と
い
う
。
そ

れ
は
食
事
の
前
に
飲
用
す
る
の
は
問
題
な
い
が
、
午
後
に
な
っ
て
そ
の
水
を
飲
用
す
る
の
は
問
題
で
あ
る
と
い
う
。（
後
略
）

◇
『
南
海
寄
帰
内
法
伝
』「
六
水
有
二
瓶
」（
大
正
五
四

二
〇
七
Ｃ
～
二
〇
八
Ａ
）

凡
水
分
淨
觸
。
瓶
有
二
枚
。
淨
者
咸
用
瓦
瓷
。
觸
者
任
兼
銅
鐵
。
淨
擬
非
時
飲
用
。
觸
乃
便
利
所
須
。
淨
則
淨
手
方
持
。
必
須
安
著
淨
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處
。
觸
乃
觸
手
随
執
。
可
於
觸
處
置
之
。
唯
斯
淨
瓶
。
及
新
淨
器
所
盛
之
水
。
非
時
合
飲
。
餘
器
盛
者
名
爲
時
水
。
中
前
受
飲
即
是
無

愆
。
若
於
午
後
飲
便
有
過
。
其
作
瓶
法
蓋
須
連
口
。
頂
出
尖
臺
可
高
兩
指
。
上
通
小
穴
麁
如
銅
箸
。
飲
水
可
在
此
中
。
傍
邊
則
別
開
圓

孔
。
擁
口
令
上
豎
高
兩
指
。
孔
如
錢
許
。
添
水
宜
於
此
處
。
可
受
二
三
升
。
小
成
無
用
。
斯
之
二
穴
恐
蟲
塵
入
。
或
可
著
蓋
。
或
以
竹

木
。
或
將
布
葉
而
裹
塞
之
。
彼
有
梵
僧
取
製
而
造
。
若
取
水
時
。
必
須
洗
内
令
塵
垢
盡
方
始
納
新
。
豈
容
水
則
不
分
淨
觸
。
但
畜
一
小
銅

瓶
。
著
蓋
插
口
傾
水
流
散
。
不
堪
受
用
難
分
淨
觸
。
中
間
有
垢
有
氣
不
堪
停
水
。
一
升
兩
合
随
事
皆
闕
。
其
瓶
袋
法
式
。
可
取
布
長
二
尺

寛
一
尺
許
。
角
襵
兩
頭
對
處
縫
合
。
於
兩
角
頭
連
施
一
纔
長
一
磔
。
内
瓶
在
中
掛
而
去
。
乞
食
鉢
袋
樣
亦
同
此
。
上
掩
鉢
口
塵
土
不
入
。

由
其
底
尖
鉢
不
動
轉
。
其
貯
鉢
之
袋
。
與
此
不
同
。
如
餘
處
述
。
所
有
瓶
鉢
随
身
衣
物
各
置
一
肩
。
通
覆
袈
裟
傘
而
去
。
此
等
並
是
佛
教

出
家
之
儀
。
有
暇
手
執
觸
瓶
并
革

袋
。
錫
杖
斜
挾
進
止
安
詳
。
鳥
喩
月
經
雅
當
其
況
。
至
如
王
城
覺
樹
鷲
嶺
鹿
園
。
娑
羅
鶴
變
之
所
。

蕭
條
鵲
封
之
處
。
禮
制
底
時
四
方
倶
湊
。
日
觀
千
數
咸
同
此
式
。
若
那
爛
陀
寺
大
徳
。
多
聞
並
皆
乘
輿
。
無
騎
鞍
乘
者
。
及
大
王
寺
僉
亦

同
爾
。
所
有
資
具
咸
令
人
擔
。
或
遣
童
子
持
。
此
是
西
方
僧
徒
法
式
。

⑤
僧
侶
は
飲
み
水
を
濾
し
て
飲
む
こ
と
に
つ
い
て

「
七

晨
旦
觀
蟲
」（
晨
旦
は
虫
を
観
る
こ
と
に
つ
い
て
）
で
は
、（
前
略
）
と
こ
ろ
で
、
寺
院
や
家
屋
の
水
を
濾
す
絹
布
は
、
僧
侶
は
そ

れ
を
触
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
部
屋
の
中
の
水
飲
み
場
も
同
様
で
あ
る
。
ま
だ
具
足
戒
を
受
け
て
い
な
い
者
は
、
自
分
で
自
由
に
飲
ん

で
も
差
し
支
え
な
い
。
ま
た
昼
食
の
以
降
（
非
時
）
に
水
を
飲
む
場
合
は
、
絹
布
で
濾
し
た
水
や
、
浄
瓶
や
浄
器
に
蓄
え
た
水
を
用
い
れ

ば
よ
い
。

お
よ
そ
護
生
の
願
い
は
戒
の
根
本
的
な
目
的
だ
か
ら
、
護
る
べ
き
こ
と
で
は
最
も
重
要
な
こ
と
で
あ
り
、
十
悪
の
中
で
殺
生
は
一
番
始

め
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
生
に
軽
い
重
い
と
い
う
理
屈
は
つ
け
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
水
を
濾
す
絹
布
は
、
僧
侶
が
日
常
携
帯
す
べ

き
六
種
類
の
物
の
一
つ
で
、
携
帯
す
る
義
務
が
あ
る
ほ
ど
で
あ
る
。

─66─ 現代宗教研究第42号



た
と
え
ば
僧
侶
が
遠
出
し
て
数
里
に
な
れ
ば
、
絹
布
が
な
れ
ば
往
復
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
も
し
寺
に
戻
っ
た
と
き
水
を
濾
さ
ず
に

飲
ん
だ
こ
と
が
露
見
す
れ
ば
、
そ
の
後
は
食
べ
る
こ
と
も
飲
む
こ
と
も
出
来
な
く
な
る
。
渇
こ
う
と
も
、
飢
え
よ
う
と
も
飲
食
を
断
っ
て

死
の
う
と
も
、
そ
れ
は
護
生
の
た
め
の
模
範
と
な
る
（
亀
鏡
）
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
常
々
用
い
て
い
る
水
を
観
察
す
る
こ
と
は
重
要
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。
絹
布
で
水
を
濾
し
て
い
て
も
、
虫
は
水
の
中
で
死

ん
で
し
ま
う
も
の
で
あ
る
。
一
生
懸
命
に
護
生
に
つ
と
め
て
も
、
そ
の
こ
と
は
伝
わ
る
由
は
な
い
。
井
戸
の
口
の
と
こ
ろ
で
絹
布
を
裏
返

せ
ば
よ
い
と
思
う
の
は
、
放
生
の
器
の
意
義
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
虫
が
水
に
入
っ
た
と
し
て
も
、
虫
は
死
ん
で
し
ま
う
か
も

し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
場
合
に
よ
っ
て
は
、
小
さ
な
ま
る
い
絹
布
で
、
一
升
、
二
升
の
水
を
濾
す
こ
と
も
あ
る
。
も
と
も
と
薄
い
絹
布
で
水
を
濾
せ
ば
、

そ
の
水
に
虫
を
観
る
こ
と
は
な
い
。
水
の
瓶
に
自
身
で
目
を
凝
ら
し
、
ま
た
他
の
人
と
共
に
目
を
凝
ら
す
。
そ
う
や
っ
て
護
命
す
る
心
を

養
い
な
が
ら
、
日
々
の
生
活
で
犯
し
そ
う
に
な
る
過
ち
を
師
弟
が
共
に
助
け
合
い
な
が
ら
、
ブ
ッ
タ
の
教
え
を
護
り
伝
え
て
き
た
の
で
あ

る
。こ

の
よ
う
に
水
を
観
ず
る
器
は
自
分
自
身
で
蓄
え
、
放
生
の
金
属
製
の
器
は
所
々
に
設
け
る
べ
き
で
あ
る
。

◇
『
南
海
寄
帰
内
法
伝
』「
七
晨
旦
觀
蟲
」（
大
正
五
四

二
〇
八
Ａ
～
二
〇
八
Ｂ
）

毎
於
晨
旦
必
須
觀
水
。
水
有
瓶
井
池
河
之
別
。
觀
察
事
非
一
准
。
亦
既
天
明
先
觀
瓶
水
。
可
於
白
淨
銅
盞
銅
楪
。
或
蠡
杯
漆
器
之
中
。
傾

取
掬
許
安
置

上
。
或
可
別
作
觀
水
之
木
。
以
手
掩
口
良
久
視
之
。
或
於
盆
罐
中
看
之
亦
得
。
蟲
若
毛
端
必
須
存
念
。
若
見
蟲
者
倒
瀉
瓶

中
。
更
以
餘
水
再
三
滌
器
。
無
蟲
方
罷
。
有
池
河
處
持
瓶
就
彼
。
瀉
去
蟲
水
濾
取
新
淨
。
如
但
有
井
准
法
濾
之
。
若
觀
井
水
汲
出
水
時
。

以
銅
盞
於
水
罐
中
。
酌
取
掬
許
如
上
觀
察
。
若
無
蟲
者
通
夜
随
用
。
若
有
同
前
瀘
漉
。
池
河
觀
水
廣
如
律
説
。
凡
濾
水
者
。
西
方
用
上
白

疊
東
夏
宜
將
密
絹
。
或
以
米
揉
。
或
可
微
煮
。
若
是
生
絹
。
小
蟲
直
過
。
可
取
熟
絹
笏
尺
四
尺
。
捉
邊
長
挽
襵
取
兩
頭
刺
使
相
著
。
即
是

羅
樣
。
兩
角
施
帶
兩
畔
置

。
中
安
横
杖
張
開
尺
六
。
兩
邊
繋
柱
下
以
盆
承
傾
水
之
時
罐
底
須
入
羅
内
。
如
其
不
爾
。
蟲
随
水
落
墮
地
墮
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盆
還
不
免
殺
。
凡
水
初
入
羅
時
。
承
取
觀
察
。
有
蟲
即
須
換
却
。
若
淨
如
常
用
水
既
足
已
即
可
翻
羅
。
兩
人
各
捉
一
頭
翻
羅
令
入
放
生
器

内
。
上
以
水
澆
三
遍
。
外
邊
更
以
水
淋
中
復
安
水
承
取
觀
察
。
若
無
蟲
者
随
意
去
羅
。
此
水
經
宵
還
須
重
察
。
凡
是
經
宿
之
水
。
旦
不
看

者
。
有
蟲
無
蟲
。
律
云
用
皆
招
罪
。
然
護
生
取
水
。
多
種
不
同
。
井
處
施
行
此
羅
最
要
。
河
池
之
處
。
或
可
安
捲
用
陰
陽
瓶
權
時
濟
事
。

又
六
月
七
月
其
蟲
更
細
。
不
同
餘
時
。
生
絹
十
重
蟲
亦
直
過
。
樂
護
生
者
。
理
應
存
念
方
便
令
免
。
或
作
瓦
盆
子
。
羅
亦
是
省
要
。
西
方

寺
家
多
用
銅
作
。
咸
是
聖
制
。
事
不
可
輕
。
其
放
生
器
。
作
小
水
罐
令
口
直
開
。
於
其
底
傍
更
安
兩
鼻
。
双
繩
放
下
到
水
覆
牽
。
再
三
入

水
然
後
抽
出
。
是
寺
家
濾
羅
。
大
僧
元
不
合
觸
。
房
内
時
水
亦
復
同
然
。
未
受
具
人
取
方
得
飲
。
非
時
飲
者
。
須
用
淨
羅
淨
瓶
淨
器
。
方

堪
受
用
。
存
生
乃
是
性
戒
。
可
護
中
重
十
惡
居
首
。
理
難
輕
忽
。
水
羅
是
六
物
之
數
。
不
得
不
持
。
若
行
三
五
里
。
無
羅
不
去
。
若
知
寺

不
濾
水
。
不
合
餐
食
。
渇
死
長
途
足
爲
龜
鏡
。
豈
容
常
用
水
曾
不
觀
察
。
雖
有
濾
羅
蟲
還
死
内
。
假
欲
存
救
罕
識
其
儀
。
井
口
之
上
翻

羅
。
未
曉
放
生
之
器
。
設
令
到
水
蟲
死
何
疑
。
時
有
作
小
圓
羅
。
纔
受
一
升
兩
合
。
生
疏
薄
絹
元
不
觀
蟲
。
懸
著
鉢
邊
令
他
知
見
。
無
心

護
命
日
日
招
愆
。
師
弟
相
承
用
爲
傳
法
。
誠
哉
可
歎
良
足
悲
嗟
。
其
觀
水
器
人
人
自
畜
。
放
生
之
罐
在
處
須
有
。

⑥
歯
磨
き
な
ど
に
つ
い
て

「
八

朝
嚼
歯
木
」（
早
朝
の
歯
磨
き
に
つ
い
て
）
に
は
、
早
朝
に
起
き
た
な
ら
、
八
指
か
ら
十
二
指
の
長
さ
で
、
小
指
ほ
ど
の
太
さ
の

danta-

歯
木
（

kā
ha

）
の
先
を
、
よ
く
嚼
ん
で
柔
ら
か
く
し
、
そ
れ
で
歯
を
磨
く
。
磨
き
終
わ
っ
た
ら
、
そ
の
歯
木
を
半
分
に
引
き
裂

き
箆
の
よ
う
に
し
て
、
舌
の
上
を
数
回
刮
る
。
ま
た
は
別
に
銅
や
鉄
で
舌
を
刮
る
箆
を
作
り
刮
っ
て
も
よ
い
。

そ
れ
が
終
わ
っ
て
か
ら
、
た
く
さ
ん
の
水
で
よ
く
口
を
す
す
ぎ
、
続
い
て
鼻
か
ら
水
を
吸
い
込
み
、
鼻
か
ら
水
を
飲
む
。
こ
れ
は
龍
樹

菩
薩
の
長
年
の
養
生
術
で
あ
る
。
こ
れ
は
辛
そ
う
で
あ
る
が
、
慣
れ
て
し
ま
え
ば
気
持
ち
の
よ
い
も
の
で
あ
る
。
永
く
習
慣
に
し
て
し
ま

え
ば
病
気
に
な
る
こ
と
が
少
な
い
。

こ
の
よ
う
に
歯
を
磨
い
て
い
れ
ば
、
歯
根
に
つ
く
歯
垢
も
た
ま
ら
な
い
。
ま
た
歯
を
磨
い
た
後
に
お
湯
で
口
を
す
す
く
な
ら
、
口
の
中

s· t·
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は
清
潔
に
な
り
、
終
身
ま
で
自
分
の
歯
で
食
事
が
で
き
る
と
い
う
。

◇
『
南
海
寄
帰
内
法
伝
』「
八
朝
嚼
齒
木
」（
大
正
五
四

二
〇
八
Ｃ
）

毎
日
旦
朝
。
須
嚼
齒
木
揩
齒
刮
舌
務
令
如
法
。
盥
漱
清
淨
方
行
敬
禮
。
若
其
不
然
。
受
禮
禮
他
悉
皆
得
罪
。
其
齒
木
者
。
梵
云
憚
家
瑟

詑
。
憚
譯
之
爲
齒
。
家
瑟
詑
即
是
其
木
。
長
十
二
指
。
短
不
減
八
指
。
大
如
小
指
。
一
頭
緩
須
熟
嚼
。
良
久
淨
刷
牙
關
。
若
也
逼
近
尊

人
。
宜
將
左
手
掩
口
。
用
罷
擘
破
屈
而
刮
舌
。
或
可
別
用
銅
鐵
作
刮
舌
之
篦
。
或
取
竹
木
薄
片
如
小
指
面
許
。
一
頭
纖
細
以
剔
斷
牙
。
屈

而
刮
舌
勿
令
傷
損
。
亦
既
用
罷
。
即
可
倶
洗
棄
之
屏
處
。
凡
棄
齒
木
。
若
口
中
吐
水
。
及
以
洟
唾
。
皆
須
彈
指
經
三
。
或
時
謦
過
兩
。
如

不
爾
者
棄
便
有
罪
。
或
可
大
或
可
小
條
截
爲
。
近
山
莊
者
。
則
柞
條
葛
蔓
爲
先
。
處
平
疇
者
。
乃
楮
桃
槐
柳
随
意
預
收
。
備
擬
無
令
闕

乏
。
濕
者
即
須
他
授
。
乾
者
許
自
執
持
。
少
壯
者
任
取
嚼
之
。
老
宿
者
乃
椎
頭
使
碎
。
其
木
條
以
苦
澀
辛
辣
者
爲
佳
。
嚼
頭
成
絮
者
爲

最
。
麁
胡
葉
根
極
爲
精
也（
即
倉
耳
根
并
截
取
入
地
二
寸
）。
堅
齒
口
香
。
消
食
去

。
用
之
半
月
口
氣
頓
除
。
牙
疼
齒
憊
三
旬
即
愈
。
要

須
熟
嚼
淨
揩
。
令
涎

流
出
。
多
水
淨
漱
。
斯
其
法
也
。
次
後
若
能
鼻
中
飲
水
一
抄
。
此
是
龍
樹
長
年
之
術
。
必
其
鼻
中
不
串
。
口
飲
亦

佳
。
久
而
用
之
便
少
疾
病
。
然
而
牙
齒
根
宿
穢
。
積
久
成
堅
。
刮
之
令
盡
。
苦
盪
淨
漱
。
更
不
腐
敗
。
自
至
終
身
牙
疼
西
國
迥
無
。
良
爲

嚼
其
齒
木
。
豈
容
不
識
齒
木
名
作
楊
枝
。
西
國
柳
樹
全
稀
。
譯
者
輒
傳
斯
號
。
佛
齒
木
樹
實
非
楊
柳
。
那
爛
陀
寺
目
自
親
觀
。
既
不
取
信

於
他
。
聞
者
亦
無
勞
致
惑
。
涅
槃
經
梵
本
云
。
嚼
齒
木
時
矣
。
亦
有
用
細
柳
條
。
或
五
或
六
。
全
嚼
口
内
不
解
漱
除
。
或
有
呑
汁
將
爲
殄

病
。
求
清
潔
而
返
穢
。
冀
去
疾
而
招
痾
。
或
有
斯
亦
不
知
。
非
在
論
限
。
然
五
天
法
。
俗
嚼
齒
木
自
是
事
。
三
歳
童
子
咸
即
教
爲
。
聖
教

俗
流
倶
通
利
益
。
既
申
臧
否
行
捨
随
心
。

⑦
食
事
の
前
に
生
薑
を
い
た
だ
く

「
九

受
斎
軌
則
」（
お
斎
の
作
法
に
つ
い
て
）
に
は
、
食
事
の
方
法
は
、
食
事
を
す
る
前
に
必
ず
生
薑
と
塩
を
い
た
だ
く
。
生
薑
は
親

指
の
あ
た
ま
ほ
ど
ス
ラ
イ
ス
一
、
二
片
は
、
塩
は
葉
の
上
に
匙
一
杯
ま
た
は
半
分
ほ
ど
お
き
、
そ
の
塩
を
つ
け
て
い
た
だ
く
。
そ
の
後
暫
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く
し
て
か
ら
食
事
を
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
消
化
が
助
け
ら
れ
る
と
い
う
。

◇
『
南
海
寄
帰
内
法
伝
』「
九
受
斎
軌
則
」

（
大
正
五
四

二
〇
九
Ａ
）

其
行
食
法
。
先
下
薑
鹽
。
薑
乃
一
片
兩
片
大
如
指
許
。
鹽
則
全
匕
半
匕
藉
之
以
葉
。
其
行
鹽
者
。
合
掌
長
跪
在
上
座
前
。
口
唱
三
鉢
羅
。

譯
爲
善
至
。
舊
云
僧
跋
者
訛
也
。
上
座
告
曰
。
平
等
行
食
。
意
道
。
供
具
善
成
。
食
時
復
至
。
准
其
字
義
合
當
如
是
。

⑧
食
べ
過
ぎ
が
体
調
不
良
の
原
因

「
二
十
七

先
体
病
源
」（
病
の
原
因
と
は
）
に
は
、
お
お
よ
そ
四
大
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
身
体
の
病
気
は
、
ほ
と
ん
ど
食
べ
過
ぎ

に
よ
っ
て
起
こ
り
、
あ
る
い
は
内
蔵
の
疲
労
が
た
ま
っ
て
生
ず
る
。
ま
た
前
日
に
食
べ
た
も
の
が
消
化
し
な
い
う
ち
に
食
事
を
し
た
り
、

時
間
が
来
た
か
ら
と
い
っ
て
食
欲
が
な
い
の
に
食
事
を
す
る
な
ど
、
こ
の
よ
う
な
不
節
制
に
よ
っ
て
体
調
が
崩
れ
る
と
い
う
。

◇
『
南
海
寄
帰
内
法
伝
』「
二
十
七
先
體
病
源
」（
大
正
五
四

二
二
三
Ｂ
）

前
云
。
量
身
輕
重
方
餐
小
食
者
。
即
是
觀
四
大
之
強
弱
也
。
若
其
輕
利
。
便
可
如
常
所
食
。
必
有
異
處
則
須
視
其
起
由
。
既
得
病
源
然
後

將
息
。
若
覺
輕
健
飢
火
内
然
。
至
小
食
時
方
始
餐
。
凡
是
平
旦
名
痰

時
。
宿
食
餘
津
積
在
胸
膈
。
尚
未
疏
散
食
便
成
咎
。
譬
乎
火
焔
起

而
投
薪
。
薪
乃
尋
從
火
化
。
若
也
火
未
著
而
安
草
。
草
遂
存
而
不
然
。
夫
小
食
者
是
聖
別
開
。
若
粥
若
飯
量
身
乃
食
。
必
也
因
粥
能
資

道
。
即
唯
此
而
非
餘
。
若
其
要
飯
方
長
身
。
旦
食
飯
而
無
損
。
凡
有
食

令
身
不
安
者
。
是
與
身
爲
病
縁
也
。
不
要
頭
痛
臥
床
方
云
是

疾
。
若
餘
藥
不
療
。
醫
人
爲
處
。
須
非
時
食
。

⑨
体
調
不
良
を
治
す
に
は

「
二
十
八

進
薬
方
法
」
に
は
、
病
気
の
徴
候
を
知
る
に
は
、
明
け
方
に
起
床
し
て
身
体
の
状
態
を
感
じ
な
さ
い
。
も
し
四
大
の
不
調
を
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感
じ
た
な
ら
、
ま
ず
朝
の
う
ち
は
食
べ
物
を
摂
ら
な
い
よ
う
に
す
る
。
そ
の
と
き
に
の
ど
が
渇
く
ほ
ど
水
が
飲
み
た
く
と
も
、
決
し
て
水

も
飲
ん
で
は
い
け
な
い
。
こ
れ
だ
け
は
遵
守
し
て
、
そ
の
ま
ま
体
調
を
観
察
す
る
べ
き
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
ま
ま
一
両
日
の
あ
い
だ
断
食
す
る
な
り
、
四
、
五
日
の
あ
い
だ
続
け
て
明
け
方
に
起
床
し
て
体
調
を
観
察
し
て
い
て
、

そ
れ
で
も
不
調
を
感
じ
な
け
れ
ば
、
そ
れ
で
や
め
て
良
い
で
し
ょ
う
。
こ
れ
が
病
気
の
徴
候
を
知
る
方
法
で
あ
る
。

ま
た
、
そ
の
と
き
昨
日
食
べ
た
も
の
が
消
化
し
て
い
な
い
よ
う
（
宿
食
）
に
感
じ
た
な
ら
、
ま
ず
腹
部
を
軽
く
マ
ッ
サ
ー
ジ
し
て
か
ら

適
量
の
白
湯
を
飲
ん
で
、
暫
く
し
て
か
ら
指
を
つ
か
っ
て
そ
の
白
湯
を
吐
き
ま
す
。
こ
れ
を
数
回
く
り
返
し
、
お
昼
頃
に
な
れ
ば
冷
た
い

水
を
飲
ん
で
も
差
し
支
え
な
い
。
そ
の
と
き
、
も
し
水
な
ど
を
飲
む
の
で
あ
れ
ば
、
乾
燥
さ
せ
た
生
薑
の
お
湯
を
飲
む
方
が
最
適
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
日
一
日
は
断
食
し
て
、
明
朝
に
な
っ
て
食
欲
が
あ
れ
ば
お
粥
な
ど
を
食
べ
る
と
よ
い
。
も
し
食
欲
が
な
け
れ
ば
、
水
な

ど
を
飲
ん
で
様
子
を
見
る
と
よ
い
と
い
う
。

◇
『
南
海
寄
帰
内
法
伝
』「
二
十
八
進
藥
方
法
」（
大
正
五
四

二
二
四
Ａ
～
二
二
四
Ｂ
）

凡
候
病
源
旦
朝
自
察
。
若
覺
四
候
乖
舛
。
即
以
絶
粒
爲
先
。
縦
令
大
渇
。
勿
進
漿
水
。
斯
其
極
禁
。
或
一
日
二
日
。
或
四
朝
五
朝
。
以
差

爲
期
。
義
無
膠
柱
。
若
疑
腹
有
宿
食
。
叉
刺
斉
胸
。
宜
須
恣
飲
熟
湯
指
剔
喉
中
變
吐
令
盡
。
更
飲
更
決
以
盡
爲
度
。
或
飲
冷
水
理
亦
無

傷
。
或
乾
薑
湯
斯
其
妙
也
。
其
日
必
須
斷
食
。
明
朝
方
始
進
餐
。
如
若
不
能
。
臨
時
斟
酌
。
必
其
壯
熱
特
諱
水
澆
。
若
沈
重
戰
冷
。
近
火

爲
妙
。
其
江
嶺
已
南
熱
瘴
之
地
。
不
可
依
斯
。
熱
發
水
淋
是
土
宜
也
。
如
其
風
急
塗
以
膏
油
。
可
用
布
團
火
炙
而
熨
折
傷
之
處
。
斯
亦
爲

善
。
熟
油
塗
之
目
驗
交
益
。
若
覺
痰

填
胸
口
中
唾
數
。
鼻
流
清
水
氣
積
咽
關
戸
滿
槍
喉
。
語
聲
不
轉
飲
食
亡
味
動
歴
一
旬
。
如
此
之
流

絶
食
便
差
。
不
勞
炙
頂
無
假
捩
咽
。
斯
乃
不
御
湯
藥
。
而
能

疾
即
醫
明
之
大
規
矣
。
意
者
以
其
宿
食
若
除
壯
熱
便
息
。
流
津
既
竭
痰

便
。
内
靜
氣
消
即
狂
風
自
殄
。
將
此
調
停
萬
無
一
失
。
既
不
勞
其
診
脈
。
假
問
乎
陰
陽
。
各
各
自
是
醫
王
。
人
人
悉
成
祇
域
。
至
如
鸞
法

師
調
氣
疾
。

─71─

『南海寄帰内法伝』にみる医療観（影山）



上
記
の
九
例
は
、

①
イ
ン
ド
の
僧
侶
は
食
事
を
す
る
と
き
に
は
手
足
を
洗
う
こ
と
に
つ
い
て

②
飲
食
の
浄
・
触
に
つ
い
て

③
食
後
の
作
法
に
つ
い
て

④
水
に
は
浄
と
触
の
二
つ
の
瓶
が
あ
る

⑤
僧
侶
は
飲
み
水
は
濾
し
て
飲
む
こ
と
に
つ
い
て

⑥
歯
磨
き
な
ど
に
つ
い
て

⑦
食
事
の
前
に
生
薑
を
い
た
だ
く

⑧
食
べ
過
ぎ
が
体
調
不
良
の
原
因

お
お
よ
そ
一
三
〇
〇
年
以
前
の
イ
ン
ド
の
ナ
ー
ラ
ン
ダ
僧
院
で
実
践
さ
れ
て
い
た
、
そ
の
時
代
の
具
体
的
な
治
療
の
あ
り
方
で
あ
り
、

四
大
に
不
調
を
感
じ
た
と
き
に
は
、
そ
の
ヒ
ト
の
体
質
に
適
し
た
食
事
と
、
季
節
や
時
間
帯
に
も
と
づ
い
た
ア
ー
ユ
ル
・
ヴ
ェ
ー
デ
ィ
ッ

ク
な
養
生
生
活
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

６

エ
ピ
ロ
ー
グ
と
し
て
『
南
海
寄
帰
内
法
伝
』
に
み
る
医
療
観
に
つ
い
て

こ
こ
ま
で
に
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
ナ
ー
ラ
ン
ダ
僧
院
で
実
施
さ
れ
て
い
た
医
療
（
医
方
）
の
診
療
科
目
は
、
現
代
の
ア
ー
ユ
ル
・

ヴ
ェ
ー
ダ
の
根
本
聖
典
と
な
っ
て
い
る
『
ス
シ
ュ
ル
タ
・
サ
ン
ヒ
タ
ー
』（śuruta-sa

hitā

三
～
四
世
紀
成
立
）『
チ
ャ
ラ
カ
・
サ
ン

charaka-s

ヒ
タ
ー
』（

a
hitā

五
世
紀
成
立
）
の
イ
ン
ド
の
二
大
古
典
医
学
書
と
同
様
の
科
目
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
医
方
明
の

テ
キ
ス
ト
も
お
お
よ
そ
同
様
の
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
近
年
の
文
献
的
な
研
究
で
は
、
義
浄
が
「
斯
之
八
術
先
爲
八
部
。
近

日
有
人
略
爲
一
夾
。」
と
言
わ
し
め
た
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
、
バ
ー
グ
バ
タ
（V

āgbha
a

Skt.A
）
の
『
八
科
精
髄
集
』（

ā
ā-h

aya-
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sa
hitā

T
ib.Y
an-lag

brgyad-pahisñi
-po
badus-pa

shes-dya-ba

）
で
あ
り
、
さ
き
の
『
ス
シ
ュ
ル
タ
・
サ
ン
ヒ
タ
ー
』
と
『
チ
ャ

ラ
カ
・
サ
ン
ヒ
タ
ー
』
に
含
ま
れ
る
医
学
的
知
識
を
七
世
紀
頃
に
集
大
成
し
た
文
献
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
イ
ン
ド
で
は

『
八
科
精
髄
集
』
に
さ
き
の
医
学
書
を
加
え
て
三
大
医
学
書
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。

と
く
に
『
八
科
精
髄
集
』
に
見
ら
れ
る
病
因
論
は
と
い
え
ば
、
律
蔵
群
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
四
大
理
論
（
地
大
・
水
大
に
支
え
ら
れ
た

病
因
論
か
ら
、
ト
リ
・
ド
ー
シ
ャ
理
論
（
地
大
を
除
い
た
三
大
）
に
支
え
ら
れ
た
病
因
論
へ
と
調
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
四
大
理
論
や
ト
リ
・
ド
ー
シ
ャ
（
三
大
要
素
）
理
論
に
支
え
ら
れ
た
医
療
の
具
体
的
な
治
療
の
あ
り
方
ど
の
様
な

も
の
で
あ
っ
た
か
と
言
え
ば
、
基
本
的
に
は
未
病
を
癒
す
と
い
う
養
生
の
考
え
方
に
徹
し
て
お
り
、
身
体
の
不
調
を
感
じ
た
と
き
に
は
、

さ
き
の
よ
う
に
そ
の
ヒ
ト
の
体
質
に
適
し
た
食
事
と
、
季
節
や
時
間
帯
に
も
と
づ
い
た
生
活
に
よ
っ
て
癒
す
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
こ
と

が
分
か
っ
た
。

で
は
こ
の
よ
う
な
医
療
を
ナ
ー
ラ
ン
ダ
僧
院
で
は
ど
の
様
に
受
容
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
さ
き
に
ナ
ー
ラ
ン
ダ
僧
院
で
玄
奘
三
蔵
や

義
浄
三
蔵
が
見
聞
し
た
医
方
明
の
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
触
れ
た
が
、「
そ
の
八
つ
の
診
療
科
目
（
八
術
）
は
、
八
部
の
テ
キ
ス
ト
に
な
っ
て

い
た
が
、
近
年
に
な
っ
て
あ
る
人
が
そ
れ
を
要
約
し
、
一
冊
（
一
夾
）
の
テ
キ
ス
ト
に
し
た
。
イ
ン
ド
（
五
天
）
で
は
、
み
な
こ
の
医
学

を
な
ら
い
技
術
を
修
め
て
い
る
。
た
だ
こ
の
医
学
を
な
ら
い
修
め
る
と
、
そ
れ
を
生
業
と
す
る
こ
と
が
で
き
、
西
イ
ン
ド
で
は
医
師
が
尊

ば
れ
、
か
ね
て
商
客
を
重
ず
る
の
で
殺
害
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
そ
し
て
、
自
分
に
も
利
益
が
あ
り
、
人
を
救
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か

し
、
こ
の
医
方
明
の
功
学
を
用
い
て
人
を
救
っ
て
も
、
こ
れ
は
僧
侶
の
正
業
で
は
な
い
の
で
、
悩
ん
だ
末
に
こ
れ
を
棄
て
て
し
ま
っ
た
」

と
い
う
。

◇
『
南
海
寄
帰
内
法
伝
』「
二
十
七
先
體
病
源
」（
大
正
五
四

二
二
三
Ｂ
）

斯
之
八
術
先
爲
八
部
。
近
日
有
人
略
爲
一
夾
。
五
天
之
地
咸
悉
遵
修
。
但
令
解
者
無
不
食
祿
。
由
是
西
國
大
貴
醫
人
。
兼
重
商
客
爲
無
殺

害
。
自
益
濟
他
。
於
此
醫
明
已
用
功
學
。
由
非
正
業
遂
乃
棄
之
。

m·
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ナ
ー
ラ
ン
ダ
大
僧
院
で
実
施
さ
れ
て
い
た
医
療
に
つ
い
て
、
義
浄
は
医
方
明
の
功
学
が
、
僧
侶
の
正
業
で
は
な
い
と
し
て
、
そ
の
医
方

明
を
棄
て
た
と
い
う
。
そ
こ
で
律
蔵
群
の
中
で
闡
陀
母
比
丘
尼
が
活
命
の
目
的
で
医
療
を
施
し
釈
尊
に
禁
じ
ら
れ
た
話
し
を
挙
げ
た
よ
う

に
、
義
浄
三
蔵
が
学
ん
だ
医
方
明
を
棄
て
た
と
い
う
真
意
も
こ
こ
に
あ
る
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
「
⑤
僧
侶
は
飲
み
水
は
濾
し
て
飲
む
こ
と
に
つ
い
て
」
に
は
、
僧
侶
が
水
を
濾
し
て
か
ら
飲
む
理
由
に
つ
い
て
示
さ
れ
て
い
た
。

「
常
々
用
い
て
い
る
水
を
観
察
す
る
こ
と
は
重
要
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。
絹
布
で
水
を
濾
し
て
い
て
も
、
虫
は
水
の
中
で
死
ん
で
し
ま
う

も
の
で
あ
る
。
一
生
懸
命
に
護
生
に
つ
と
め
て
も
、
そ
の
こ
と
は
伝
わ
る
由
は
な
い
。
井
戸
の
口
の
と
こ
ろ
で
絹
布
を
裏
返
せ
ば
よ
い
と

思
う
の
は
、
放
生
の
器
の
意
義
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
虫
が
水
に
入
っ
た
と
し
て
も
、
虫
は
死
ん
で
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
の

で
あ
る
。

ま
た
場
合
に
よ
っ
て
は
、
小
さ
な
ま
る
い
絹
布
で
、
一
升
、
二
升
の
水
を
濾
す
こ
と
も
あ
る
。
も
と
も
と
薄
い
絹
布
で
水
を
濾
せ
ば
、

そ
の
水
に
虫
を
観
る
こ
と
は
な
い
。
水
の
瓶
に
自
身
で
目
を
凝
ら
し
、
ま
た
他
の
人
と
共
に
目
を
凝
ら
す
。
そ
う
や
っ
て
護
命
す
る
心
を

養
い
な
が
ら
、
日
々
の
生
活
で
犯
し
そ
う
に
な
る
過
ち
を
師
弟
が
共
に
助
け
合
い
な
が
ら
、
ブ
ッ
タ
の
教
え
を
護
り
伝
え
て
き
た
の
で
あ

る
」
と
い
う
。

◇
『
南
海
寄
帰
内
法
伝
』「
七
晨
旦
觀
蟲
」（
大
正
五
四

二
〇
八
Ｂ
）

豈
容
常
用
水
曾
不
觀
察
。
雖
有
濾
羅
蟲
還
死
内
。
假
欲
存
救
罕
識
其
儀
。
井
口
之
上
翻
羅
。
未
曉
放
生
之
器
。
設
設
令
到
水
蟲
死
何
疑
。

時
有
作
小
圓
羅
。
纔
受
一
升
兩
合
。
生
疏
薄
絹
元
不
觀
蟲
。
懸
著
鉢
邊
令
他
知
見
。
無
心
護
命
日
日
招
愆
。
師
弟
相
承
用
爲
傳
法
。

こ
こ
に
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
単
純
に
虫
の
生
命
（
い
の
ち
）
を
護
る
こ
と
大
切
と
い
う
の
で
は
な
く
、
護
生
と
い
う
戒
め
を
遵
守
し
た

と
し
て
も
、
虫
は
水
の
中
で
死
ん
で
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
。
大
切
な
こ
と
は
護
生
へ
の
努
力
を
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
護
命
す

る
心
を
養
い
な
が
ら
、
日
々
の
生
活
の
中
で
犯
し
そ
う
に
な
る
過
ち
を
師
弟
が
共
に
助
け
合
い
、
ブ
ッ
タ
の
教
え
を
護
り
伝
え
て
き
た
こ

と
に
あ
る
と
言
う
。
そ
の
護
命
す
る
心
を
養
う
こ
と
で
、
生
命
（
い
の
ち
）
の
何
た
る
か
に
気
づ
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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こ
れ
ま
で
の
事
例
の
積
み
あ
げ
で
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
こ
と
は
、
ナ
ー
ラ
ン
ダ
僧
院
で
実
施
さ
れ
て
い
た
医
療
は
、
医
方
明
と
し
て

は
イ
ン
ド
の
二
大
古
典
医
学
書
の
『
チ
ャ
ラ
カ
・
サ
ン
ヒ
タ
ー
』
と
『
ス
シ
ュ
ル
タ
・
サ
ン
ヒ
タ
ー
』
を
バ
ー
グ
バ
タ
（V

āgbha
a

）
が

Skt.

集
大
成
し
た
『
八
科
精
髄
集
』（

A
ā
ā-h

aya-sa
hitā

T
ib.Y
an-lag

brgyad-pahisñi
-po
badus-pa

shes-dya-ba

）
で

あ
り
、
医
学
理
論
と
し
て
は
四
大
論
で
あ
っ
た
が
臨
床
で
は
三
大
論
が
応
用
さ
れ
て
い
た
。
僧
侶
た
ち
は
仏
道
の
大
願
を
成
就
す
る
た
め

に
、
こ
の
よ
う
な
四
大
、
ま
た
は
三
大
論
に
支
え
ら
れ
た
医
学
理
論
に
よ
っ
て
フ
ィ
ジ
カ
ル
な
生
命
（
い
の
ち
）、
四
大
ま
た
は
三
大
に

よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
心
身
（
い
の
ち
）
を
養
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

と
こ
ろ
が
、
私
た
ち
が
日
常
の
中
で
生
命
（
い
の
ち
）
と
呼
ん
で
い
る
生
命
は
、
病
気
を
治
す
こ
と
で
保
た
れ
る
生
命
（
い
の
ち
）
で

あ
る
の
に
対
し
て
、
律
蔵
群
で
釈
尊
は
大
愛
道
（
仏
道
修
行
）
に
よ
っ
て
生
死
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
生
命
（
い
の
ち
）
の
獲
得
を
目

指
し
て
い
た
よ
う
に
、
ナ
ー
ラ
ン
ダ
僧
院
の
医
療
の
目
的
も
、
単
に
活
命
に
よ
っ
て
生
き
な
が
ら
え
る
た
め
で
は
な
く
、「
二
十
七
先
體
病

源
」
で
義
浄
は
、
医
方
明
の
功
学
は
僧
侶
の
正
業
で
は
な
い
と
し
て
、
そ
の
医
方
明
を
棄
て
た
（
於
此
醫
明
已
用
功
學
。
由
非
正
業
遂
乃

棄
之
。）
と
い
い
、
ま
た
「
七
晨
旦
觀
蟲
」
で
は
、
僧
侶
が
ど
れ
ほ
ど
護
生
に
努
め
て
も
虫
は
死
ん
で
し
ま
う
と
言
い
な
が
ら
、
そ
の
護
命

す
る
心
を
養
う
こ
と
で
、
生
命
（
い
の
ち
）
の
何
た
る
か
に
気
づ
け
る
（
無
心
護
命
日
日
招
愆
。）
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
ナ
ー
ラ
ン
ダ
僧
院
の
医
療
に
関
わ
る
事
例
を
拾
い
上
げ
て
ゆ
く
と
、
仏
教
の
救
済
の
あ
り
方
と
し
て
、
仏
教
と
い
う
宗
教

の
機
能
的
な
側
面
が
み
え
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
ナ
ー
ラ
ン
ダ
僧
院
お
い
て
仏
教
は
、
四
大
ま
た
は
三
大
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
心

身
（
い
の
ち
）
を
救
済
す
る
こ
と
が
目
的
で
は
な
く
、
そ
の
生
死
の
生
命
（
い
の
ち
）
を
超
え
た
生
命
の
気
づ
き
に
あ
る
と
言
え
る
。

※
こ
の
小
論
は
第
六
〇
回
日
蓮
宗
教
学
研
究
発
表
大
会
で
発
表
し
た
原
稿
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
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